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序 章 

第２期山県市総合戦略及び第２次山県市総合計画後期基本計画 

第１節 第２期山県市総合戦略及び 

第２次山県市総合計画後期基本計画の概要  

 

 １ 総合戦略と総合計画（後期基本計画）との一本化と位置づけ                             

 

本市は、2003年（平成 15 年）に高富町、伊自良村、美山町が合併して誕生しました。

以来、豊かな自然と活力ある都市が調和したまちづくりを基本理念に、2005 年度（平成

17 年度）から 2014 年度（平成 26年度）までの 10 年間を計画期間とした第１次山県市

総合計画を実行し、この度、2015 年度（平成 27年度）を初年度とする第２次山県市総

合計画を策定したところです。 

第２次山県市総合計画においては、人口の減少、少子高齢化の進展等にも対処すべく、

誰もが安心して夢や希望のある暮らしを送ることができ、生活環境や福祉の充実、文化

の振興などに努め、どの世代においても住みよいまちの実現をめざし、将来都市像とし

て、「水と緑を大切に 活力ある山県市」（めざす将来の姿）を掲げました。 

第２次山県市総合計画の基本的考え方及び各種施策は、「まち・ひと・しごと創生法」

の趣旨に沿うものです。総合計画の前期基本計画期間中（2015年度（平成 27年度）か

ら 2019年度（令和元年度）まで）の５年間は、「改訂前山県市人口ビジョン」で示した

将来展望の実現を図るべく、基本目標を定め、具体的な施策及び事業を実施してきまし

た。 

このたび策定した「第２期山県市総合戦略（及び第２次山県市総合計画後期基本計画）

（以下「総合戦略等」といいます。」では、「山県市人口ビジョン改訂版（以下「人口ビ

ジョン」といいます。」で示した将来展望の実現を図り、山県市における人口急減対策

や地方創生を重点的に実施すべく、また、総合的かつ計画的に 2020 年度（令和 2年度）

から 2023 年度（令和 5 年度）までの４年間の基本目標、基本的方向、具体的な施策等

を示します。 

総合戦略等は、第１期山県市総合戦略及び第２次山県市総合計画前期基本計画等での

施策で得られた実績や知見等を活かし、第２次山県市総合計画の基本構想と整合性を保

ちつつ、第２次山県市総合計画後期基本計画（2020 年度～2023 年度（令和２年度～令

和５年度）の計画期間）と一本化し、推進するものと位置づけます。 

また、今回の一本化に伴い、第２次山県市総合計画の基本構想のうち第２章将来の人

口フレームは、人口ビジョンに置き換えます。 
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 ２ 対象期間                             

 

総合戦略等の対象期間は、2020年度（令和 2年度）から 2023 年度（令和 5年度）ま

での４年間とします。 

 また、施策や事業の実施状況や効果検証のほか、社会情勢や経済環境の変化、国や県

の政策動向等も踏まえ、適宜見直しを行います。  

 

 ３ 国・県総合戦略との関係性  

総合戦略等は、国の「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び岐阜県の「第２

期『清流の国ぎふ』創生総合戦略」を考慮するとともに、実効性ある重要施策をとりま

とめています。 

 

 第２節 山県市におけるまちづくり（地方創生）の基本的考え方                   

 

 １ まちづくり（地方創生）の基本的考え方                         

 

山県市のまちづくり（地方創生）の基本的考え方は、次のとおりです。 

・一人ひとりが夢や希望を持ち、自分らしく豊かな人生を送ることができる。 

・潤いがあり和やかな生活を安心して営むことができる。 

・安心して、活力あるしごと、役割を果たすことができる。 

《まちづくり（まちの創生）》  

 潤いがあり和やかな生活を安心して営むことができる地域社会の形成と考えていま

す。 

 人々が生き生きと学び、安心して暮らし、しごとや役割を果たす場ともなるまちの活

力や和やかな地域社会の形成ができるよう、まちづくり、教育や子育て、福祉、介護、

基盤整備など行政サービスを効率的に維持、更新し、近隣市町との共同事務の推進や、

広域連携を図ります。防犯や防災対策、自治会活動等地域の絆の強化により持続可能な

まちの創生を図ります。 

《ひとづくり（ひとの創生）》 

夢や希望を持ち、自分らしく豊かな人生を送ることができるひとが増えることが重要

と考えています。 

 そのため、子どもからお年寄りまで一人ひとりの個性が尊重され、出生、子育て、教

育、労働、社会貢献、結婚、自己実現、介護、福祉など生涯に渡って切れ目のない支援

を実現し、環境を整備することにより豊かなひとの創生を図ります。 

 

《しごとづくり（しごとの創生）》 
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 安心して、活力あるしごとや役割を果たすことができることと考えています。 

山県市で育まれた人々がこの地に留まり力を発揮する上で、しごとの創生は重要にな

ります。地域の資源や特性を生かした産業の集積や観光、農業等の活性化を通じて新た

な雇用の創出と地域産業の振興を図りしごとの創生を図っていきます。 

 

 ２ 第２期山県市総合戦略等の基本的考え方                        

 

総合戦略等の基本的考え方の第一は、ひとにあると考えます。ひとが生まれ、育ち、

生涯にわたって生き生きと仲良く暮らし、未来の世代へ受け継ぐこと。 

 次に、ひとが、生き生きと和やかに暮らすためには、それぞれのしごとや役割、目的

を果たし、認め合うことが必要です。地域の特性・特徴を生かしながら、さまざまな産

業や本市ならではのしごとが活性化し創出されることは、ひとが地域に貢献する意識を

高め、郷土愛・シビックプライドを強くすることにもつながります。 

 第三に、まち（本市）は、豊かな自然や歴史・文化に恵まれ、県都岐阜市と隣接する

都市機能を有したまちです。ひとが輝き、生き生きと暮らし・しごとが豊かにあふれる

ことで、まちにひとが集まり、更なる魅力や活力を創出することになります。 

 

 第３節 第２期山県市総合戦略等の基本目標                   

 

 １ 基本目標の考え方                         

 

人口ビジョンの考察では、本市における最大の課題は依然県内でも低い合計特殊出生

率であり、その背景として、若年女性の結婚意向が低く、結婚しても他市町村に転出す

ることがうかがえます。 

その中で、人口ビジョンでは、2023 年（令和５年）に 24,871 人、2060 年に人口 17,718

人程度の目標を達成するには、①安心して結婚し、子育てができる環境整備、②魅力向

上とシティ・プロモーションの取組深化、③市内で安心して働き続けられるための企業

支援をめざすべき将来の方向性としました。  

そこで、総合戦略等では、基本的考え方と人口ビジョンを踏まえ、さらに、国や県の

総合戦略を勘案し、基本目標を次のように定め、一人ひとり誰もが、自分らしく輝き、

しごとや役割を精一杯果たし、未来やまちづくりのために前進していきます。 

 

基本目標１ 希望を持ち豊かに暮らすひとづくり 

基本目標２ 生き生きと安心して働けるしごとづくり 

基本目標３ 和やかに潤いに満ちたまちづくり 
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これらの基本目標を達成するため、まず、基本的方向や基本目標のキーワードである

まち・ひと・しごとに関する成果目標を立て、現状や課題を整理した上で、具体的施策

を展開します。 

基本目標－基本的方向（成果目標）－施策（現状と課題、方針や KPI（重要行政評価

指標））、－具体的施策やその数値目標と体系化します。 
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第１章 希望を持ち豊かに暮らすひとづくり〔基本目標 １〕 

 

《基本的方向》 

一人ひとりの個性が尊重され、出生、子育て、教育、結婚、労働、社会貢献、

自己実現、介護、福祉など生涯に渡って切れ目のない支援を実現し、環境を整備

することにより希望や夢を持ち豊かなひとの創生をめざします。 

 

 

  

 

 

 

 

  

　　【H30 :142人（年間） ⇒ R5 :170人（年間）】

　　【H30 :67人（年間） ⇒ R5 :40人（年間）】

《成果目標》

　出生数

　転出超過数

《第１章　施策の体系》

第１章　希望を持ち豊かに暮らすひとづくり

結婚・子育て支援と女性活躍

芸術・文化等の振興・継承

生涯学習・スポーツの推進

障がい者等の福祉・保険の充実

生きがい・高齢者福祉の充実

保健・医療の充実

人権・同和施策の推進

1

2

6

5

4

3

2

1

1 移住・定住支援と多世代共生

子どもの健全育成

結婚・子育て支援・男女共同参画社会・
女性活躍の推進

第３節

第２節

第１節

生き生きと暮らす環境整備

移住・定住支援と多世代共生の推進



- 7 - 

 

第１節 結婚・子育て支援と女性活躍 

げｎ 

《 現状と課題 》  

人生観、結婚観などの価値観の多様化、男女の出会いの場の少なさ、結婚生活を

営む上での収入や出産・育児・子どもへの教育の希望や不安、職業を通じて自己実

現をする人が多くなったことなどから晩婚化・非婚化が進み、本市においても男性・

女性とも生涯未婚率が上昇傾向にあり、近隣市町と比べても高い状況にあります。 

本市は 2008 年（平成 20 年）から 2012 年（平成 24 年）までの県内での合計特

殊出生率が 1.28 と最下位（ベイズ推定値）で、2013 年（平成 25 年）から 2017 年

（平成 29 年）までは県内最下位を脱したものの合計特殊出生率は 1.27（ベイズ推

定前）と県内下位の現状となっています。 

また、政府が行った国民希望出生率は、1.80 で、一組の夫婦が子どもを産み、現

状の人口を維持できるとされる人口置換率は 2.07 です。 

人口減少社会への対応として、自然動態のうち出生数の増加、社会動態のうち転

入転出差数の均衡が挙げられますが、国内での転入転出差の均衡を保っても、人口

減少の歯止めはかかりません。合計特殊出生率が上がったとしても、子どもを産む

女性の人口が減れば同様です。また、人口減少に伴い、働き手の不足は深刻化し、

女性や高齢者等の雇用が急務となっています。 

 

《基本的方針》 

    そこで、本節の基本方針を「結婚・子育て支援と女性活躍」とし、ＮＰＯや民間

を含めた結婚支援、誰もが子どもを産み育てることに希望を感じ、安心して子育て

ができる環境を整備することにより、次代を担う子どもたちが、心豊かで健やかに

成長するよう支援します。また、誰もがそれぞれの役割、仕事に自分らしく生き生

きと取り組むことができるよう、男女共同参画社会や女性活躍、生涯活躍を実現す

るための各種施策を推進します。 

社会環境の変化を踏まえ、「市子ども子育て支援事業計画」の着実な推進及び適

時評価、見直しに努め、総合的な子育て支援体制の強化を図ります。 

 

《本節の KPI》  

《重要業績評価指標（KPI）》

　　【H26～H30 :5組 ⇒ R2～R5 :10組】

　保育所の待機児童数
　　【H30 : ０人 ⇒ R5 : ０人】

　結婚相談事業により結婚した組数
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《具体的施策》 １．結婚・子育て支援・男女共同参画社会・女性活躍の推進 

 

結婚相談、婚活サポート、伊自良湖整備（足漕ボート）後の運営、伊自良湖「恋

人の聖地」の運営を推進します。 

   子育て世代の自助強化、子育て支援のためのサポート・ネットワークの構築、環

境整備、ホームページの構築（子育て支援センター）、不妊治療への支援、新生児

出産時における支援、出産に係る病院機能の拡充、遊び場の拡充、医療費に対する

助成、病児・病後児保育事業に対する支援を図ります。 

   保育においてはサービスの充実、放課後児童対策の強化を図ります。 

   また、男女共同参画意識の啓発、男女共同参画の条件整備、女性の就職支援、女

性活躍推進（山県市さくらカンパニー認定制度）等を推進し、結婚、子育てしやす

い環境の充実を図ります。  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉
（１） 結婚・子育て支援体制の強化

１．結婚・子育て支援
・男女共同参画社会・女性活躍の推進

（２） 保育サービスの充実

（３） 男女共同参画社会・女性活躍の推進
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（１）結婚・子育て支援体制の強化  

 

 《 現状と課題 》  

少子化の進展に伴い、今後の労働力人口の減少や経済成長、社会保障制度の維持など

への影響が懸念されています。また、核家族化や共働き世帯の増加、様々な育児の不安

を抱える保護者への対応など、子育て環境をめぐる課題は多く、市民の潜在的ニーズを

踏まえた子育て支援施策の強化が必要です。 

本市では、子育て応援講座等による子育てに役立つ講座の開催や、各種乳幼児サーク

ルの開設、乳幼児教室の開催など、子育て支援のための様々な支援を行っています。し

かし、近年の少子化や子育て家庭の孤立などの影響により、参加人員が減少しているた

め、子育て中の親子が気軽に集まることができるような子育て支援センターの運営の充

実が必要です。 

今後は、市民、事業者、行政等の連携により、子育て家庭を社会全体で支える仕組み

を強化し、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりに努めるとともに、子

どもの保護者や子ども・子育て支援に携わる様々な人の意見を反映した、子育て支援施

策の充実が必要となっています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

誰もが子どもを産み育てることに希望を感じ、安心して子育てができる環境を整備す

ることにより、次代を担う子どもたちが、心豊かで健やかに成長するよう支援します。   

そのために、社会環境の変化を踏まえ、「市子ども子育て支援事業計画」の着実な推進

及び適時評価・見直しに努め、総合的な子育て支援体制の強化を図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）結婚・子育て支援体制の強化 

①結婚相談  

・結婚相談所（マリッジサポートセンター）等により、婚活を支援します。また、

ぎふ広域結婚相談ネットワークに参加することにより、広域でのマッチングにも

対応します。 

【子育て支援課】 

②婚活サポート 

・結婚支援セミナーなど婚活イベント等を実施し、婚活を支援します。 

【子育て支援課】 

③伊自良湖「恋人の聖地」  

・「恋人の聖地」は、「恋人の聖地観光協会」に登録し PR をしており、聖地への来

訪者やリピーターを含め、観光スポットとしてラブレイクをメインに隣接する施
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設と連携を図り、スポットへの来訪者を増やし、結果、婚活や子育て支援へつな

げます。  

【まちづくり・企業支援課】【子育て支援課】 

④子育て世代の自助強化  

・子育て中の親を対象に自助グループを組織し、自助グループの活動を促すため、

地域での子育てサークルなどの活動を促進し、学習や情報交換の機会の拡充に努

めます。 

【子育て支援課】 

⑤子育て支援のためのサポート・ネットワークの構築  

・子育てに関する多様なニーズに見合う支援活動を展開するために、支援方法の協

議及び関係機関との連絡調整を図ります。 

【子育て支援課】 

⑥子育て支援環境整備 

 ・子育てに役立つ講座、教室の開催、育児相談、ファミリー・サポート・センター

での子どもの一時預かりを実施し、安心して子育てができる環境を整備します。 

【子育て支援課】 

⑦子育てホームページの構築（子育て支援センター） 

・妊娠・出産・子育てに関するサービス等の情報を、専用のホームページを立ち上

げて発信し、安心して子育てをすることのできる環境を整備します。 

【子育て支援課】 

⑧不妊治療への支援  

・子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず不妊に悩み、不妊治療を受ける人を

対象として、経済的負担の軽減の観点から、治療費について支援を行います。 

【子育て支援課】 

⑨新生児出産時における支援  

・次代を担う子の出産を奨励し、本市の活性化と児童の健全な発育と福祉の増進を

図るため、新生児の出産に対して祝金を支給します。 

【子育て支援課】 

⑩出産に係る病院機能の拡充  

・市内に産婦人科が無いことから、市外の産婦人科の協力を得ることで、将来に向

かって妊産婦の不安を解消していきます。 

【子育て支援課】 

 ⑪子ども遊び場の拡充  

・子ども同士、地域住民との交流を通じて、子どもの健全な育成を図るため、地域

住民との協働を図りながら、既存の近隣公園等を交流の場として機能させる施策

を検討していきます。 
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【子育て支援課】 

⑫子どもの医療費に対する助成 中学生以下の医療費自己負担分に対して公的助成

を行うとともに、高校生等の医療費自己負担分については、山県まちづくり振興券

の交付により助成を行います。 

【子育て支援課】 

⑬病児・病後児保育事業に対する支援 小学生以下の児童が、病気の進行期または回

復期にあるため、集団で保育等ができない自宅療養が必要な間、保護者が安心して

就労できるよう、病院・診療所・保育所等に付設されたスペースまたは病児保育専

用施設で預かるとともに、この事業を担う事業者に対して支援を行います。 

【子育て支援課】 

  

《数値目標》

　出産祝金支給人数
　　【H30 : 128人 ⇒ R5 : 135人】
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（２）保育サービスの充実 

 

 《 現状と課題 》  

近年、出生率の低下や核家族の進行、女性の社会進出などにより、保育に対するニー

ズは多様化しています。国では平成 24 年８月に「子ども・子育て支援法」が制定され、

本市でもこれに基づき「市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、保育ニーズや放課

後児童クラブ利用者ニーズに対応したサービスの充実に努めています。 

本市には、平成 31 年４月１日現在、保育所が８箇所あり、保育児童数は 539 人です。

保育ニーズは地域によって差がみられ、特に南部地域の保育ニーズは年々多様化し、そ

の必要性が高まっています。延長保育や低年齢児からの保育を希望する保護者が増えて

いることから、保育士の確保や施設改修などが課題となっています。また、新たな保育

ニーズに対応できる保育所運営を目標として、指定管理保育（保育所民営化）を検討す

る必要があります。 

放課後児童クラブについては、平成 25年度から対象児童をこれまでの小学 1～3年生

を 4 年生までに拡充しました。平成 26 年度からは、全校区を対象とした土曜日開設を

子どもげんきはうすの２箇所で運営しています。 

平成 26年７月、「放課後子ども総合プラン」に基づき、全ての就学児童が放課後等を

安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう方向性が示されました。

福祉と教育とで連携をとりながら、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子

ども教室の計画的な整備等を検討する必要があります。また、支援員の確保と資質向上

に向けた研修の充実を図る必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

「市子ども・子育て支援事業計画」などに基づき、多様な保育ニーズに対応したサー

ビスの充実を図るとともに、利用者の動向を踏まえた保育施設の整備などの環境づくり

を進めます。また、放課後児童クラブについては、利用者数や利用者ニーズなどを踏ま

え、施設・設備の充実や指導員の確保に努めるとともに、一体型を中心とした放課後児

童クラブ及び放課後子ども教室の整備等に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）保育サービスの充実 

①保育サービスの充実  

・保育のニーズに即した保育所施設や設備の整備を進めるとともに、利用者の動

向を見据えながら、計画的な統合を図ります。 

・新たな保育ニーズに対応できる保育所運営を目標に民営化等を図ります。 
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・延長保育や低年齢児保育など、保育ニーズに対応できる多様な保育サービスを

充実します。 

・保育サービスの拡充に合わせて、必要な保育士数の確保を進めるほか、保育士

の研修機会を充実します。 

・保育所での子どもの年齢やアレルギーなどの身体状況に配慮した食事の提供に

努めるとともに、食を通じた子どもの健全育成を図ります。 

【子育て支援課】 

②放課後児童対策の強化 

・放課後児童クラブは、保護者が就労や疾病、介護などにより、昼間家庭での保

護指導を受けることができない児童を対象に、授業の終了後や夏休みなどの長

期休業期間において適切な遊びや生活の場を与え、健全育成を図ります。 

・放課後子ども教室は、全ての児童を対象として放課後の時間を教室などを利用

し地域の人の参画を得て、児童とともに勉強やスポーツ・文化活動、交流活動

等の取組を図ります。 

・一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備等

に努めます。 

・支援員の確保と資質向上に向けた研修の充実を図ります。 

【子育て支援課】【生涯学習課】 

  

《数値目標》

　　【H30 : 5箇所 ⇒ R5 : 6箇所】

　ファミリー・サポート・センター事業利用件数（年間）
　　【H30 : 112件 ⇒ R5 : 150件】

　ＬＩＮＥ　プッシュ件数
　　【H30 : 2ヶ月に1回 ⇒ １ヶ月に１回】

　保育園民営化園数
　　【H30 : 0園 ⇒ R5 : 1園】

　一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室数
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（３）男女共同参画社会・女性活躍の推進  

 

 《 現状と課題 》  

 少子高齢化、家族や地域社会の変化、ライフスタイルの多様化、国際化や情報化など、

社会環境が著しく変化している中で、男女がお互いの人権を尊重しつつ責任を分かち合

い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会を築いてい

くことが求められています。 

 国においては平成 22年に「第 3次男女共同参画基本計画」が、県においても平成 26

年に「岐阜県男女共同参画計画（第 3 次）」が策定され、男女共同参画の各種取組が進

められています。 

 本市では、「第 2次市男女共同参画プラン」を平成 24 年に策定し、関連施策の推進に

努めてきました。しかし、男女共同参画意識については高まりがみられるものの、実生

活においては、根強い男女の固定的な役割分担意識があり、家事、育児、介護の負担、

雇用、男性中心の各種組織のあり方など多くの課題があります。 

 そこで、平成 26 年には、「市男女共同参画推進条例」を制定し、男女がそれぞれの個

性と能力を発揮できる社会の実現をめざしています。なお、近年ではワーク・ライフ・

バランス（仕事と生活の調和）の必要性がうたわれており、多様なライフスタイルや働

き方に応じた各種支援活動の検討が必要となっています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりに努めるとともに、地域づくり・まちづ

くりにおいても、男女共同参画を推進し、男女一人ひとりが個性と能力を発揮できる、

活力あるまちづくりを推進します。また、ワーク・ライフ・バランスを支援する施策の

充実を図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）男女共同参画社会・女性活躍の推進 

①男女共同参画意識の啓発  

・男女共同参画の意識啓発について、学校教育や社会教育など様々な機会を通じて

情報を発信し、男女共同教育を推進します。 

 【【企画財政課】】 

②男女共同参画の条件整備  

・「第２次市男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画社会の形成に向けて、

総合的、計画的に取り組みます。 

・審議会や委員会などへの女性の参画を推進すると同時に、女性の参加しやすい条

件整備を図ります。 
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・関係機関との連携を図りながら、女性の社会参加や自立を支援するため、ワーク・

ライフ・バランスなどの情報提供の充実を図ります。 

【企画財政課】 

③女性の就職支援  

・従業員を求める市内企業と就職を望む女性のマッチングを支援します。有給イン

ターンシップ等を行うなど、出産等によりいったん離職した女性等が再就職でき

るような体制を構築します。 

 【まちづくり・企業支援課】 【企画財政課】 

④女性活躍推進（山県市さくらカンパニー認定制度） 

・女性活躍推進企業認定制度（山県市さくらカンパニー認定制度）の普及を行い、

ワーク・ライフ・バランス推進や女性活躍推進を積極的に行っている企業を認定

することで、女性が働きやすい職場づくりを支援するとともに、市内企業に就職

する人を増やします。 

 【企画財政課】 

 

  
《数値目標》

　女性従業者数
　　【H30 : 5,104人（H28） ⇒ R5 : 5,600人】

　３歳未満児保育利用率
　　【H30 : 44.80％ ⇒ R5 : 48.00%】
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《具体的施策》２.子どもの健全育成 

 

家庭教育・地域教育を推進し、学校においては、学習指導方法の工夫改善、ふるさと

の伝統や地域性を活かした特色ある教育活動、学校間連携事業を推進し、教育センター

機能の充実、学校整備、学校適正規模化、快適な学習環境、情報教育の推進も図ります。 

読書活動の充実、学校保健の充実と食育の推進、学校サポート体制の充実、緊急事態

への態勢強化の推進は近年特にクローズアップされています。 

青少年の健全育成では、地域や関係機関との連携による健全育成の取組推進体制の充実、

組織の育成と活動の促進、環境の充実を図り、近年の青少年の考えや非行問題を含めた

地域ぐるみで取り組む課題として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

２．子どもの健全育成 （２） 学校教育・ふるさと教育の推進

（３） 青少年の健全育成

（１） 家庭・地域教育の充実
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（１）家庭・地域教育の充実 

 

 《 現状と課題 》   

子どもの生活の基盤である家庭における教育は重要ですが、少子化、核家族化が進む

状況においては、子育て家庭が孤立しやすく、地域の支援が不可欠となっています。 

本市では、市立保育園７園、小学校９校、中学校３校において、「家庭教育学級」を

実施するなど、学びの機会の提供に努めるほか、市内 3地域では「乳幼児教室」を開催

し、保護者同士の交流や親子のふれあいの機会を提供しています。 

保護者の幼児教育への関心は高いことから、今後も関係団体との連携を図りながら、

講座内容やスタッフの充実を図ると同時に、家庭や地域における教育の場の充実を図る

必要があります。 

また、本市では、家庭や地域、保育園や学校、その他関係団体との連携を図りながら、

家庭教育を支援するため、市子育て支援ネットワーク協議会によりネットワ－クづくり

を進めてきました。今後も、地域の様々な主体が連携しながら、子育てを支援するとと

もに、その担い手の育成を図ります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

多様化する教育・保育ニ－ズや地域性を踏まえ、関係機関と連携しながら、保護者が

子育てについて学ぶ機会を拡充するとともに、関係機関のネットワークの強化に努め、

教育的観点から地域全体で子育てを支援する体制の強化に努めます。また、「放課後子

ども総合プラン」に基づき、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教

室の整備等に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）家庭・地域教育の充実 

①家庭教育の推進 

・乳幼児学級などにおける指導体制の充実を図るとともに、保育園・子育て支援学

級を拡充し、しつけや遊びなどをはじめとした保護者の学習機会の提供に努めま

す。 

・小中学校の家庭教育学級では、参加できない家庭等でも実践できる在宅取組型の

普及に努めます。 

・保護者同士の交流促進を目的とした「子育てサロン型」の普及に努めます。 

・保護者や祖父母などを対象にした家庭教育学級や講座などの充実を図ります。 

・放課後子ども教室は、全ての児童を対象として放課後の時間に教室などを利用し

地域の人の参画を得て、児童とともに勉強やスポーツ・文化活動、交流活動等の

取組を図ります。  
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【子育て支援課】 【生涯学習課】 

②地域教育の推進 

・親子で参加できる遊びの機会などを通じて、地域での交流促進を図ります。 

・子育てサポーターなどの育成を図るとともに、子育ての経験者の知恵や経験など

を活用した児童福祉の支援に努めます。 

・子育てサークルの育成に努めるとともに、子育て支援に関わる自主的な活動を支

援し、保護者の交流の機会を拡充します。 

・放課後子ども教室は、小学３年生を対象として放課後の空き教室などを活用し、

地域の人の参画を得て学習支援等の取組を継続し、一層の充実に努めます。 

・放課後子ども教室や学校コラボレーター事業の充実に努めます。 

・一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備等

に努めます。 

 【子育て支援課】 【生涯学習課】 

 

  

《数値目標》

　家庭教育学級参加人数（年間）
　　【H30 : 7,892人 ⇒ R5 : 8,000人】
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（２）学校教育・ふるさと教育の推進 

 

 《 現状と課題 》  

 全国的に少子高齢化や都市化・過疎化の進展、核家族化による家族形態の変化、ライ

フスタイルの多様化などを背景に、子どもと地域とのつながりの希薄化が懸念されてお

り、親と子や教員と児童生徒、子ども同士の関係や、親・教員以外の大人との触れあい

が重要となってきています。 

 国では、学校週 5日制の導入以降、学校、家庭、地域社会が相互に連携し、土曜日や

日曜日を活用しながら、子どもたちが社会体験や自然体験など様々な活動を経験し、自

ら学び自ら考える力や豊かな人間性などの「生きる力」を育てていく方針が打ち出され

ました。 

本市では、旧耐震基準で建設された各小中学校施設の耐震化を平成 24 年に全て完了

するとともに、学校施設のトイレのバリアフリー化・多目的トイレの整備、普通教室の

エアコン整備、安心安全な給食を提供するため設備の更新など、様々な教育環境の整備

を行ってきました。 

現在、市内の小学校は 9校で児童数は 1,186 人、中学校は 3校で生徒数は 686 人（令

和元年 5月 1日現在）となっています。児童生徒が減少傾向の地域もあり、今後も小中

学校適正規模基本方針を踏まえながら、「学校施設整備計画」を策定し教育環境の整備

を図るとともに、「市教育振興基本計画」に基づき教育内容の充実や指導体制の強化に

努めます。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

小・中学校一貫して『分かる授業・心にひびく教育』をキーワードに、特色ある学校

づくりを推進します。そのために学ぶ意味や喜びを味わえる学習づくり、児童生徒のよ

さを生み出す環境づくり、信頼に満ちた安心、安全な学校づくりを具現するための事業

を推進します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）学校教育・ふるさと教育の推進 

①学習指導方法の工夫改善の推進 

・基礎学力の向上と自己表現力の育成を図ります。 

・基礎学力を付ける授業と問題解決の力を付ける授業など目的を明確にした授業

への改善を図ります。 

・全教職員の授業や活動を参観し、具体的に助言しながら個々の教職員の授業

力・生徒指導力等の資質向上に努めます。 
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・市内の人事交流を盛んにし、学校の活性化と教職員のキャリアアップを図りま

す。 

 【学校教育課】 

②ふるさとの伝統や地域性を活かした特色ある教育活動の充実 

・地域の自然や伝統、市内の各種施設、校区内外の人材を活用するなど「ふるさ

とに学ぶ提案型体験活動」を一層推進します。 

・ふるさと宿泊体験プログラムの共同開発やキャリア教育、産業教育の充実を図

ります。 

・学校の様々な教育活動が効果的かつ安全に実施できるよう地域の方々や保護

者、学校運営協議会委員等の連携を図り、学校づくりを進めて行きます。 

・学校コラボレーター会員による学習支援活動をより一層拡大・充実します。

 【学校教育課】 

③学校間連携事業の充実 

・テラステーション（全学校共有のサーバー）にアップした「国語科作文等指導

資料」を活用して、表現活動や読書活動等の学習活動の充実を図ります。ま

た、絵画や書写の展示会を開催し市民に広く紹介します。  

【学校教育課】 

④教育センター機能の充実と改革 

・力のある教師を育てるために教育センターの研修機能を強化し、教育課題への

対応力や教職員の資質向上のための研修や教職員のニーズを満たす講座の充実

を図ります。 

・授業や学習活動において積極的にＩＣＴを活用できるよう備品や教育環境等の

整備を充実します。 

・専門の教育相談体制を充実させ、学校や適応指導教室に通学できない児童生徒

の対応強化に努めます。 

 【学校教育課】 

⑤学校整備の推進 

・対症療法的な事後保全から、計画的な予防保全への転換を図り、計画的に施設

の改修、修繕を行い、施設の長寿命化を図ります。 

・学校施設が非常災害時の応急避難場所として、必要な機能が発揮できるよう防

災備蓄倉庫などの整備を図ります。 

  【学校教育課】 

⑥学校適正規模化の推進  

・教育課程の改善や教職員の人事措置を行うとともに、児童の発達段階や地理的

条件を考慮しながら、学校統合についての検討を進めます。  

【学校教育課】 
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⑦快適な学習環境整備の推進 

・学校環境の改善のため特別教室にエアコンの設置を検討します。 

・未整備の小学校トイレの洋式化を進めます。 

・障がい者に優しい施設環境の整備を進めます。 

【学校教育課】 

⑧読書活動の充実と情報教育の推進 

・全小中学校に読書指導員を配置し、学習・情報センター機能を充実し、地域住

民やＰＴＡも活用できるよう環境整備を推進します。 

・最新の視聴覚教材や教育機器を計画的に整備し、授業でのＩＣＴ活用を推進し

ます。 

【学校教育課】 

⑨学校保健の充実と食育の推進 

・歯と口腔の健康づくりを更に推進し、12 歳児のＤＭＦＴ指数全国トップをめざ

します。 

・山県ふるさと食材を活かす献立を工夫し、地産地消を一層推進します。 

・全ての学校に単独調理場と専用ランチルームを併設している学校給食の提供方

式を継続し、より安全で安心な調理場の整備に努めます。 

【学校教育課】 

⑩学校サポート体制の充実 

・学校規模や実情に応じて学習支援員や特別教育サポーター、教育サポーターを

配置して、児童生徒の学業等を支援します。 

・不登校児童生徒の出現率減少をめざし、より効果的に教育相談員及び生活相談

員を配置します。 

【学校教育課】 

⑪緊急事態への態勢強化を推進  

・児童生徒の安全な登下校のため、「あんしんネット」登録率の向上に努めます。 

・幼保・小中学校・高校との連携を一層深め情報交換や課題等の研修を充実させ

ます。 

・いじめの実情に応じて具体的な取組や対応、評価について検討する委員会の体

制整備や保護者と関係機関との連携強化を図ります。 

【学校教育課】 
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《数値目標》

　市費学習支援員等の人数（児童生徒数当たり）
　　【H30 : 72人に1人 ⇒ R5 : 65人に1人】

　学校給食の地場産物使用割合
　　【H30 : 30.30% ⇒ R5 : 33.0%】

　教育ＩＣＴ機器の整備（①大型提示装置）
　　【H30 : 46% ⇒ R5 : 100%】

　教育ＩＣＴ機器の整備（②タブレット型パソコン）
　　【H30 : 5人に1台 ⇒ R5 : 3人に１台（特別支援学級は100％）】

　特別教室エアコン設置数
　　【H30 : 53箇所 ⇒ R5 : 60箇所】
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（３）青少年の健全育成 

 

 《 現状と課題 》  

青少年は、家庭や学校はもとより、地域との関わりや社会体験、スポーツなどの様々

な経験を通じ、人間性豊かな社会性を身に付けた大人へと成長します。  

依然として、青少年に関わる事件・事故や、スマートフォンなどのインターネット利

用による犯罪やいじめなども大きな社会問題となっており、家庭、学校、地域が連携し

て、より一層青少年の健全育成に取り組むことがより一層必要となっています。 

本市では、市青少年育成市民会議において、「少年の主張大会」「青少年育成推進大会」

「街頭啓発」などの事業を行い、青少年の健全育成に向けた活動を積極的に推進してき

ました。 

また、市ＰＴＡ連合会と市青少年育成市民会議の連名により「携帯電話やスマートフ

ォン等の安心・安全な利用について」の宣言を行い、いじめやトラブル等から子どもた

ちを守るために、家庭、学校、地域が一丸となった対策を推進しています。 

内の各地域においても、青少年と地域住民の交流事業が実施されていますが、今後も

地域や関係団体の連携を深めながら、地域活動への参加機会の提供や、安全で活発に活

動できる居場所の確保など、地域との連携を密にした活動を推進することが必要です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

青少年問題の持つ重要性を鑑み、国や県の施策を踏まえたうえで、家庭、学校、地域

が連携して、地域の宝である青少年の健全育成を図り、次代を担う人づくりに努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）青少年の健全育成 

①青少年健全育成推進体制の充実 

・家庭・学校･地域が連携を図り、青少年健全育成のための推進体制や活動方針

の確立に努めます。 

・青少年育成市民会議の活動を充実するとともに、子ども会やスポーツ少年団な

どとの連携を強化します。  

【生涯学習課】 

②青少年組織の育成と活動の促進 

・子ども会やスポーツ少年団などの活動を促進するとともに、活動内容の充実な

どの主体的な取組を支援します。 

・青少年健全育成を支援する組織や団体に対する支援を行います。 

 【生涯学習課】 

③青少年の健全育成環境の充実 
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・公民館や学校施設などを活用しながら、青少年が安全で主体的に活動できる居

場所の確保に努めます。 

・青少年に対して自然体験などの活動や様々な交流の機会を提供し、適切な判断

力を身に付ける契機づくりに努めます。 

・学校、地域での講演会などを通じて、青少年が適切にインターネットを利用で

きるよう情報モラルの向上に努めます。  

【生涯学習課】 

 

 

  《数値目標》

　少年の主張大会来場者数（年間）
　　【H30 : 150人 ⇒ R5 : 200人】

　青少年育成推進大会来場者数（年間）
　　【H30 : 170人 ⇒ R5 : 200人】
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第２節 移住・定住支援と多世代共生の推進 

 

 《 現状と課題 》  

2006 年（平成 18 年）以降、一貫して転出数が転入数を上回る社会減となっており、

2010 年（平成 22 年）→2015 年（平成 27 年）にかけての年齢別転入転出差をみると、

20～24 歳→25～29 歳の階級と、25～29 歳→30～34 歳の階級の転入転出差が急拡大し

ており、本市の人口減少が進行した一因と考えられます。 

移動理由は、「職業上」「結婚等」によるものがほとんどで、岐阜市や関市などの近隣

市や、県外では愛知県が多くを占めています。 

世帯の推移をみると、一般世帯数は単独世帯や核家族世帯が依然増加傾向にあり、

2015 年の一世帯あたり人数は 2.74 と世帯規模の小規模化が一層進んでいます。 

三世代以上の世帯は、2000 年（平成 12 年）に 2,178 世帯だったものが、2015 年（平

成 27 年）には 1,211 世帯と約 44％減少しています。 

ただし、2006 年から 2010 年までの年平均転入転出差は▲167 人、2011 年から 2015

年は▲205 人に対し、2016 年から 2018 年までは▲110 人とおおよそ半減しています。

これは、2015 年（平成 27 年）から本市においても人口減少の抑制のため地方創生交付

金を受け、各種事業を取り組み始めたことが功を奏したと考えられます。 

人口減少抑制への対応として、出生者数の増加や合計特殊出生率の上昇を達成するに

は中長期的な目標となるのに対して、社会動態の転入転出差数の均衡は、比較的短期の

目標として掲げることができます。 《 具体的施策の方針 》  《 基本的方向 》  

近隣市町への転出理由は、職業上や結婚等によるものが多いため、職業は引き続き市

外だとしても、市外へ転出しなくても市内で住み続けるための施策の構築が重要です。 

また、三世代同居・近居は、住宅や出産・育児や子どもの教育、親の介護、空き家問

題など、核家族では公的サービスを受けざるを得ない課題や悩み、不安の解消の大きな

一助となることから、その推奨を行います。 

《基本的方針》 

 そこで、本節の基本的方向を「移住・定住支援と多世代共生の推進」とし、比較的に

短期目標として、若者や新婚世帯を市内に住み続けてもらうことや、近隣市町への転出

を抑制し、多くのメリットがある三世代同居・近居を様々な視点から推奨するほか、国

内の課題である東京圏への若者転出の抑制を進めます。 

 

 

 

 

 

《重要業績評価指標（KPI）》

　空き家の賃貸・売買契約数
　　【H30 : 10件 ⇒ R5 : 22件】
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《具体的施策》１. 移住・定住支援と多世代共生の推進 

 

移住・定住促進空家バンク情報発信、お試し移住、近隣市町等の転出超過抑制、

多世代同居・近居支援、大都市圏からの移住、新婚世帯の移住促進など移住・定住

促進のための支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（１） 若者・新婚世帯の移住・定住

（２） 近隣市町への転出抑制

（３） 多世代同居・近居の推奨

（４） 東京圏等からの移住支援

１．移住・定住の促進と多世代共生の推進
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《具体的施策の展開》 

（１）若者・新婚世帯の移住・定住  

（２）近隣市町への転出抑制  

（３）多世代同居・近居の推奨  

（４） 東京圏等からの移住支援  

  

① 移住・定住促進空家バンク情報発信 

・市内に多く存在する利活用できる空家と生活に必要な情報及び市の移住者支援・子 

育て支援・就職支援等の情報を掲載し、移住希望者へ魅力を発信することにより、

空家対策と移住・定住促進を図ります。  

【まちづくり・企業支援課】 

②お試し移住 

・空き家を活用し、手軽に田舎暮らしが体験できる滞在型お試し移住制度を実

施・確立を目指します。 

【まちづくり・企業支援課】 

③近隣市町等の転出超過抑制 

・近隣市町へ転出超過が多いことから、引き続き市内に住み続けてもらうために

必要な行政サービス、住み続けるための推奨施策をプロジェクトチーム等を設

置し検討します。 

 関係各課 

④多世代同居・近居支援 

・子育て負担の軽減、自然環境の良さ、介護等多世代同居等によるメリットをア

ピールするための周知、推奨支援策を推進します。 

 【まちづくり・企業支援課】 

⑤東京圏・名古屋圏等からの移住 

・東京 23区に在住又は通勤者で、マッチング支援事業の登録企業に就業、又は起

業支援事業により起業し、本市に移住した人に対し、移住支援金を交付しま

す。 

・名古屋圏、大阪圏などの大都市圏からの移住を促進するため、岐阜県などと連

携し移住相談会の開催や情報発信、移住に必要な支援策の充実を図ります。 

【まちづくり・企業支援課】 

⑥移住者の定住支援 

・移住後に地域に馴染み、安心して暮らすことができるよう地域の団体等と連携

して移住者向け相談窓口を設置するなど定住支援を図ります。 
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・東海環状自動車道西回りルート（令和６年度目標）の全線開通や人口減少社会

を見据え、県及び他市町村との連携を強化し、本市への移住・定住の促進を図

ります。 

・若者世代の移住・定住の促進を図る方策として、空き家の有効活用を検討しま

す。また、移住希望者からの相談体制を整えます。  

【まちづくり・企業支援課】 【企画財政課】 【美山支所】 

⑦新婚世帯の移住促進 

・結婚を機に転出する若者が多いことから、引き続き市内に住み続けてもらうた

め、また、新婚世帯の移住促進のために必要な行政サービス、住み続けるため

の推奨施策をプロジェクトチーム等を設置し検討します。 

 関係各課 

  

《数値目標》

　空家バンクへの登録件数
　【H30 : 19件 ⇒ R5 : 42件】
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第３節 生き生きと暮らすための環境整備 

 

 《 現状と課題 》  

誰もが生き生きと自分らしく暮らし続けるため、人権・同和施策の推進、健康増

進、生きがい・高齢者福祉、障がい者福祉、介護等の充実、生涯学習の推進、文化・

芸術の継承・振興は、絶え間なく求められるものです。 

  近年、児童虐待や高齢者虐待、DV（ドメスティック・バイオレンス）などはまさ

に命に関わる問題です。 

食生活や身体活動などの生活習慣の変化により、生活習慣病が増え、認知症や寝

たきりなどの要介護状態になる人の増加が深刻な社会問題となっています。また、

仕事や健康、人間関係などの様々な要因による心の病気が増加しています。 

高齢化社会を迎え、高齢者の多様化するライフスタイルに応じた、高齢者が生き

がいを持って活躍できる環境づくりが求められています。その一方で、地域社会の

つながりが希薄化する中、高齢者等の孤立化が課題となっており、急増する高齢者

夫婦世帯や高齢者単身世帯などへの支援体制の構築を進める必要があります。 

障がいのある人が住み慣れた地域で日常生活を送ることができるよう、在宅福祉

サービスの充実を図るとともに、施設入所者の地域生活移行に向けては、グループ

ホーム等の生活の場の確保が必要となっています。 

社会状況やライフスタイルが大きく変化する中、生涯学習活動は、自己実現のみ

ならず、地域の活性化、高齢者の社会参加、青少年の健全育成等、地域にとって大

変重要なものとなっています。講座やサークルの参加者は年々高年齢化しており、

女性が多く男性が少ないといった状況もみられています。 

近年では、高齢者の介護予防や健康づくり、障がい者の社会参加、青少年の健全

育成など多様な面において、スポーツや体力づくりの重要性が高まっていることか

ら、今後も、関係団体との連携を図りながら、計画的な指導者の育成・確保に努め

るとともに、誰もが気軽に実践できる運動プログラムの整備などが必要です。 

本市では、図書館を中心に、「歴史民俗資料館」「美術館」「花咲きホール」「古田

紹欽記念館」を含む一帯を文化ゾーンと位置づけ、多様な文化事業を推進していま

す。 

「花咲きホール」では、乳幼児から優れた芸術文化に触れる機会を提供する「0

歳からのコンサート」や市民参加のコンサートを開催しているほか、学校や保育園

などを対象にしたアウトリーチ事業を積極的に展開しています。 

「古田紹欽記念館」では、日本文化や地域文化の紹介や情報発信をはじめ市民茶

会を実施するなど、それぞれの施設の特長を活かしながら一体的な活用を図ってい

ます。 
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図書館では、蔵書検索や貸出予約などをインターネットで行えるようにする図書

Web公開システムを整備するなど、利用者サービスの充実に努めてきました。更に、

子どもの読書活動の推進に関する法律のもと、図書館を中心に学校、家庭、地域が

連携した子どもの読書推進に一層努めていく必要があります 

 

《 基本的方針 》 

 そこで、本節の基本的方向を「生き生きと暮らすための環境整備の推進」とし、人

権・同和対策の推進、保健・医療の充実、生きがいや高齢者福祉の充実、障がい者福祉

や地域福祉の推進、ひとり親家庭への支援、安心できる医療保険等の制度の確保を図り、

生涯学習・生涯スポーツの推進、芸術・文化の振興や伝統芸能の継承を進めていきます。 

 

 

 

  

《重要業績評価指標（KPI）》

　普段自分で健康だと思う人の割合
　　【H30 : 80.7％（H26） ⇒ R5 : 85.0%】

《重要業績評価指標（KPI）》

　元気な高齢者比率　
　　【H30 :　73.60% ⇒ R5 :　75.0%】
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《具体的施策》１. 人権・同和施策の推進 

 

人権尊重に向けた啓発の推進、権利擁護の強化、DV や虐待の防止及び被害者の保護

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策〉 〈具体的施策の展開〉

１． 人権・同和施策の推進 （１） 人権・同和施策の推進
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（１）人権・同和施策の推進 

•  

 《 現状と課題 》  

国際化の進展に伴い、人種、民族、宗教をめぐる差別など人権問題は地球規模での対

応が進められており、国の「人権教育のための国連 10 年国内行動計画」「人権教育及び

人権啓発の推進に関する法律」などを踏まえた各種の対応が必要となっています。 

本市では「市人権施策の推進指針」を策定し、「市人権教育・啓発推進協議会」を中

心に、社会教育の「社会人権教育推進協議会」、学校教育の「学校人権教育推進委員会」

がそれぞれ事業を展開し、相互の連携により人権・同和教育を進めています。 

近年、児童虐待や高齢者虐待、DV（ドメスティック・バイオレンス）などのほか、

障がいや疾病などにかかる様々な差別や偏見が問題となっていることから、更に関係機

関との連携を図り、実態把握や啓発活動を進める必要があります。 

また、多様化する人権問題への正しい理解と認識を深め、人権感覚を磨くことは、学

校教育において非常に大切な課題のひとつです。 

本市の各学校では、人権教育の全体計画を策定するとともに、全ての教育活動を通じ、

人権教育を意識した活動の推進や、同和問題、人権問題に関する研修会の開催など、児

童生徒の教育に努めています。今後は、教育活動を通じて人権尊重の精神がみなぎる学

校、地域をめざし『心にひびく教育』を一層推進する必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

人権・同和についての総合的な教育・啓発を推進し、家庭や学校、地域、職場での人

権尊重の理念の普及・定着に努めるとともに、差別事象の発見と被害の防止に努めます。  

また、児童虐待や高齢者虐待、DV 等については、関係機関との連携を図りながら、早

期発見と防止、被害者の保護に努めます。 

学校においては、その他関係機関と連携を図りながら、学校教育や社会教育での人権・

同和教育を推進します。 

 

 《 具体的施策の展開》  

（１）人権・同和施策の推進 

①人権尊重に向けた啓発の推進 

・人権についての講演会や、花咲きホールのイベント開催時に合わせた人権啓

発展の開催など、地域に密着した人権啓発活動を行い、家庭や学校、地域、

職場での人権尊重の理念の普及・定着に努めます。  

・「障害者の権利に関する条約」に基づき、関係機関との連携を図り、障がい

者への合理的配慮の提供に努めます。 
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・教育関係者を対象に人権同和問題に関する研修会を実施します。 

・市内各小中学校（12校）において、人権教育全体計画を策定して取組を進め

るとともに、学校・家庭・地域等連携した啓発活動等に努めます。 

・美里会館（隣保館）で各種講座などを開催し、地域住民等との交流促進を図

り、人権同和教育を進めます。                                                                                   

【生涯学習課】 【学校教育課】 【福祉課】 

②権利擁護の強化 

・人権擁護委員などとの連携により、学校教育や社会教育、美里会館（隣保

館）活動などを通じて、同和問題の解消・人権問題に関する啓発活動を進め

るほか、相談事業や関係機関との情報交換を通じて、差別事情の把握と解消

を図ります。 

 【福祉課】 

③DVや虐待の防止及び被害者の保護 

・DV（ドメスティック・バイオレンス）や児童虐待などについては、児童虐待

防止法、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法の各法律に基づき、関係機関

との連携を図り、早期発見と防止、被害者の保護に努めます。 

 【子育て支援課】 【学校教育課】 【福祉課】 

 

 

  《数値目標》

　　【H30 : 180人　 ⇒ R5 : 250人】
　社会人権教育講演会（年間）



- 34 - 

 

《具体的施策》２. 保健・医療の充実 

 

市民の主体的な健康づくりの推進、心と体の健康づくりの促進、食育の総合的な

推進を図ります。 

母子・成人・老人保健の推進、歯科保健活動の充実、感染症予防対策の充実、地

域での保健活動の場の確保等保健指導体制の強化を図ります。 

地域の医療機関との連携による地域医療体制の強化、救急医療体制の充実、災害

医療体制の平時からの準備を進めます。 

 

 

  《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（３） 地域医療の推進

（１） 健康づくりの推進

２．保健・医療の充実 （２） 保健事業の充実
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（１）健康づくりの推進 

 

 《 現状と課題 》  

 我が国は、世界有数の長寿国であり、急速な高齢化の進展をはじめ、個人の価値観、

ライフスタイルの多様化に伴う食生活や身体活動などの生活習慣の変化により、生活習

慣病が増え、認知症や寝たきりなどの要介護状態になる人の増加が深刻な社会問題とな

っています。 

健康日本 21 では、壮年期死亡（早世）の減少や健康寿命の延伸、生活の質の向上を

図ることを目的とし、個人による健康づくりと社会的な結びつきの両面から「健やかで

心豊かに生活できる活力ある社会」をめざしています。また、食育基本法第 16 条に基

づき、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため第３次食育推進基

本計画に基づき「実践の環（わ）を広げよう」というコンセプトのもと、各種の取組が

進められています。 

 本市では、健康づくりの活動を推進する市民グループとともを立ち上げ、「健康管理」

「食生活」「運動」「こころ」をテーマに活動を展開するとともに、乳幼児期から日常生

活の中で気軽に実践できる健康づくり活動の普及にも努めています。今後は地域リーダ

ーの育成や指導者の確保に努めていくことが求められます。 

 また、近年、仕事や健康、人間関係などの様々な要因による心の病気が増加していま

す。このため、各種関係機関や専門家と連携した自殺予防対策を推進していく必要があ

ります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

地域での自主的な健康づくり活動を推進し、地域ごとの状況に合わせた市民主体の健

康づくり活動が広がるよう支援します。また、市民・専門家・行政が協働で企画運営に

携わり、健康づくりを推進する体制づくりに努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）健康づくりの推進 

①健康づくりの啓発の推進 

・関係機関及び団体との連携を図りながら、健康についての講座やイベントなどを

開催し、健康な生活習慣についての普及・啓発活動を推進します。 

・市民主体の活動団体を支援し、市民の自主的な健康づくり活動を促進します。 

【健康介護課】 

②心と体の健康づくりの促進  

・市民主体の健康づくりを推進するため、市民や専門家、関係機関、行政との協働

により、「健康山県 21計画」を推進します。 
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・関係機関及び団体との連携を強化し、ストレス要因の軽減や困りごと、悩みごと

の早期相談を勧め、メンタルヘルスケアや自殺予防についての普及・啓発を推進

します。 

・心と体の健康づくりとして、社会との関係をつなぎ地域活動に参加することでフ

レイル予防を推進します。 

 【健康介護課】 

③食育の総合的な推進 

・市民や関係団体の食育への関心と理解を深め、誰もが健康で豊かな生活をおくる

ことができるよう、正しい食の知識の普及や共食(きょうしょく)の推進、農林漁

業体験等をはじめとする食育の実践について総合的に推進します。 

 【健康介護課】 【子育て支援課】 
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（２）保健事業の充実 

 

 《 現状と課題 》  

 保健・医療を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や核家族化、医療の高度化、市民の

健康意識の高まりなどにより大きく変化しています。 

近年では、生活習慣病の増加や、高齢化の進展に伴う要介護者の増加が社会的な問題

となっており、本市においても、がん、心疾患など生活習慣に起因する病気や肺炎が死

因の上位を占めています。今後も高齢化が進むことが予測される中、健康寿命の延伸を

図る取組が重要です。 

本市では、「健康山県 21（後期計画）」に基づき、健康寿命の延伸・健康格差の縮小

と生活の質の向上に向けて各種健康講座や健康診査等を実施してきました。しかし、健

康診査の受診率は伸び悩んでおり、今後も引き続き市民の自発的な健康管理意識を高め

ていくことが必要です。また、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）や糖尿病

の該当者や予備群に対する生活習慣の改善を推進し、重症化を予防していく必要があり

ます。 

 また、「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、安心して妊娠・出産・子育てがで

きるよう健康診査や教室、相談等を実施しています。 

その中で、妊産婦や乳幼児等を持つ保護者に対し、妊娠期から子育て期までの切れ目

のない支援を提供することにより育児不安や育児負担の軽減を図り、健全な親子・家族

関係が築けるよう関係機関が連携して地域の支援体制を構築する必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

保健と医療・福祉、教育との連携を図りながら、自分の健康を自ら管理できる能力を

高め、生活習慣病予防や感染症予防など、ライフステージに応じた健康管理を促進しま

す。また、健康診査を中心とした疾病の早期発見・早期治療、事後指導を進め、市民の

健康寿命の延伸と生活の質の向上に努めます。更に、健康増進の先を見据えて、心身の

健康な高齢者が活躍する場や機会についても、関係各課との連携により検討を進めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）保健事業の充実、健診結果や受診状況などに応じた事後指導や訪問指導、産後ケ

ア①①母子保健の推進 

・安心して妊娠、出産や育児が行えるよう、妊産婦健康診査や乳幼児健康診査の

内容の充実に努めるほか、健診結果や受診状況などに応じた事後指導や訪問指

導、産後ケア体制の強化を図ります。 

・乳幼児相談や発達相談、その他各種教室の充実を図るとともに、子育て中の保

護者に対して、これらの機会を活用したきめの細かい指導に努めます。 
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・各種福祉施策との連携を図りながら、障がいや慢性疾患を持つ子どもへの支援

策を検討します。 

【子育て支援課】 

歯 ②歯科保健活動の充実  

・「はみがきけんしん」などによる乳幼児のむし歯予防対策や年中児から中学生

までのフッ化物洗口を継続し、小中学校におけるブラッシング指導は、歯肉炎

予防対策の健康教育の強化を図ります。 

・成人に対する歯周病予防のための検診・相談・指導の充実に向け、歯科医師会

等と連携して実施するほか、高齢者には、口腔機能低下予防を目的に、健診や

フレイル（虚弱）予防のための教室や訪問活動に努めます。 

・生涯を通じて自分の歯を持ち、健康で豊かな生活を営むことができるよう、8020

運動の普及活動に努めます。 

【健康介護課】 【子育て支援課】 【学校教育課】 

推進③成人・老人保健の推進 

感染 ・健康診査やがん検診などの内容の充実に努めるほか、健康教育や訪問指導など

を進め、対象者の健康状態や生活状況に応じた個別指導を充実します。 

・様々な機会を活用し、健康診査やがん検診の周知と受診勧奨に努めると同時に、

精密検査未受診者への受診勧奨を強化します。 

・生活習慣病の発症予防と重症化予防を図るため、食生活や運動など生活習慣の

改善ができるよう、健康に関する知識の普及と市民一人ひとりの主体的な取組

を支える健康づくりを推進していきます。 

【健康介護課】 

強化④感染症予防対策の充実 

・予防接種や結核検診の充実を図ると同時に、受診に向けた普及・啓発を進めま

す。また、未接種者や未受診者への受診勧奨により接種率・受診率の向上に努

めます。 

     ・関係機関との連携を図りながら、ＨＩＶや新型インフルエンザなど、感染症に

関する正しい知識や予防対策の普及・啓発を進めるとともに、県、医師会等と

連携して危機管理体制の整備を図ります。 

【健康介護課】 【子育て支援課】 

⑤保健指導体制の強化 

・指導内容に応じて必要な専門スタッフを確保するほか、専門職員の研修機会を

拡充します。 

・保健・医療・福祉・教育の連携を推進し、保健指導体制の強化を図ります。 

・地域で保健活動を実施するための場の確保に努めます。 

・各種福祉施策との連携を図りながら、障がいや慢性疾患を持つ子どもへの支援
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策を検討します。 

【健康介護課】 【子育て支援課】 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　歯ぐきに炎症のある人の割合率(12歳児)
　　【H30 : 52.9％ ⇒ R5 : 35.0%】
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（３）地域医療の推進 

 

 《 現状と課題 》  

市民の多様な医療ニーズに対応し､安心して、いつでも適切な医療が受けられるよう、

地域医療体制及び救急医療体制の充実が求められています。 

国の社会保障改革では、医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供され

るよう「地域完結型医療」を推進しており、中でも身近なかかりつけ医や薬局が、地域

医療の重要な役割を担うようになっています。また、高齢化の進展により救急医療ニー

ズは増大することが予測され、市内の中核病院である岐北厚生病院との更なる連携強化

が必要です。 

本市の医療機関の配置は岐阜市に近い南部に偏っており、高齢化率の高い美山地域の

北部には医療機関がありません。そのため、医療機関による往診等を行っていますが、

今後も地域の状況に応じた安心して診療が受けられる医療体制の整備が必要です。高齢

化の進展に伴い、医療ニーズの更なる増大が予想されることから、在宅療養も視野に入

れた地域医療体制の確立と自主運行バスの運行などにより医療機関への通院手段の確

保が必要です。 

また、救急医療体制では、山県医師会へ委託して休日診療在宅当番医制度を確立する

とともに、二次救急医療として救急病院運営に対する支援をして岐北厚生病院での受入

体制を整備しています。今後も、市民が安心して医療を受けられるよう、医療機関や関

係機関との連携による地域医療体制の充実が必要です。更に、災害時には迅速な医療救

護体制がとれるよう、平常時からの山県医師会、岐北厚生病院等との連携強化が必要で

す。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

山県医師会や山県市歯科医師会との連携を強化し、医療サービスや救急医療体制の充

実に努めます。そのため、関係機関との広域的な連携を図り、地域医療体制の一層の強

化を促進し、かかりつけ医から専門機関へ、病院から在宅へといった地域の医療機関が

緊密に連携した医療体制の構築に努めます。また、救急医療の高度化を推進するととも

に救命率の向上を図るため、関係機関との連携強化により、救急医療体制の強化を図り

ます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）地域医療の推進 

①地域医療体制の強化 
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・山県医師会や山県市歯科医師会などとの連携を強化し、総合的な地域医療体

制の充実を図ります。 

・山県医師会や山県市歯科医師会の協力を得ながら、病診連携などの医療機関

相互の連携を促進します。 

・市内の中核病院である岐北厚生病院が行う地域の特性に応じた地域医療確保

対策に対し支援を進めます。 

・保健・福祉と医療との連携を図りながら、在宅療養に向けた訪問看護、訪問

診療などの支援体制を強化します。 

 【健康介護課】 【子育て支援課】 

②救急医療体制の充実 

・休日・夜間及び小児救急医療体制の充実を図ります。また、関係機関との広

域的な連携により、救急医療体制の強化を進めます。 

・救急の高度化を推進するとともに、医療機関との連携を強化し、救急医療の

充実を図ります。 

 【健康介護課】  【子育て支援課】 

③災害医療体制の整備 

・災害時に、山県医師会、岐北厚生病院等の関係機関との連携により、迅速な

医療救護体制がとれるよう、平常時から連携の強化に努めます。 

 【健康介護課】  【子育て支援課】 

  

《数値目標》

　小児休日、夜間診療の利用者数
　　【H30 :2,364人 ⇒ R5 : 2,600人】
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《具体的施策》３. 生きがい・高齢者福祉の充実 

 

老人クラブ等高齢者組織の活性化、担い手の育成、地域社会への参加・交流の促

進、見守り活動や声かけ運動など高齢社会に対応した仕組みづくりの充実を図りま 

す。 

介護予防・認知症対策の強化、介護サービスの促進、地域包括支援センターの体

制強化を図ります。 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉
（１） 生きがい対策の充実

３．生きがい・高齢者福祉の充実

（２） 高齢者福祉の充実
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（１） 生きがい対策の充実 

 

 《 現状と課題 》  

高齢化社会を迎え、高齢者の多様化するライフスタイルに応じた、高齢者が生きがい

を持って活躍できる環境づくりが求められています。その一方で、地域社会のつながり

が希薄化する中、高齢者等の孤立化が課題となっており、急増する高齢者夫婦世帯や高

齢者単身世帯などへの支援体制の構築を進める必要があります。  

このため、高齢者のニーズを的確に把握し、健康づくりや生きがいづくりに努めると

ともに、元気な高齢者による地域での支え合いの仕組みづくりや、地域活動の担い手と

しても活躍してもらえるような環境の整備が必要です。 

本市では、老人クラブ活動や市シルバー人材センターなどを支援し、高齢者の生きが

いづくりや就労の機会の提供など、活力ある高齢社会の構築に取り組んでいます。しか

し、近年、老人クラブの加入率は低下しており、活動の活性化及び加入率の増加に向け

た支援が必要となっています。 

今後は、一層多様化する高齢者の生きがい活動におけるニーズを踏まえ、高齢者の知

識や技能、経験を活かす場を拡充するほか、生涯学習や文化、スポーツ、就労、ボラン

ティアなど幅広い分野において、気軽にやりがいを持って参加できる機会を確保するこ

とが必要です。更に、これらの活動を通じて、高齢者相互の交流や異世代交流の促進を

図り、孤独感の解消はもとより地域の活性化、地域力の向上につなげていくことも重要

となります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

高齢者がこれまでに培った知識や経験、技術を生かしながら、地域活動の担い手とし

てボランティア活動等で活躍し、地域における支え合いの体制が構築されるよう、老人

クラブなどの組織活動を支援し、地域での多様な生きがい活動の機会を拡充します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）生きがい対策の充実 

①高齢者組織の育成 

・趣味活動やレクリエーションなどの多様な活動を支援し、老人クラブ活動の活

性化を促進します。また、老人クラブ活動の加入率の増加に向けた支援を行い

ます。 

・生涯学習関係団体との連携を図りながら、学習・文化活動や趣味活動などの高

齢者の自主的なサークル活動を支援します。 

②参加・交流の促進 

・高齢者が就労を通じて生きがいを得られるよう、シルバー人材センターの活動
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を支援します。 

・高齢者の豊富な知識・経験などを活かすとともに、高齢者の生きがいづくりや

社会参加の機会を確保するため、老人クラブ会員が中心となった、地域での異

世代交流を推進します。 

・高齢者の様々な活動への参加を促進するため、多様化するニーズに対応した

情報提供に努めます。 

  

《数値目標》

　単位老人クラブ会員加入率
　　【H30 :　21.90% ⇒ R5 :　22.80%】
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（２）高齢者福祉の充実 

 

 《 現状と課題 》  

令和７年（2025 年）には団塊の世代が 75 歳以上となり、３人に１人が 65 歳以上と

なることが見込まれています。本格的な高齢社会を迎える中、高齢者が住み慣れた地域

で、安心していきいきと暮らしていける体制や環境の整備と、健康保持のための介護予

防の取組を、一層進めていく必要があります。また、地域支援事業の実施や在宅医療・

介護の連携推進などをはじめとする地域包括ケアシステムの強化が進められており、市

町村の担う役割は大きなものとなっています。 

本市においても高齢者人口は増加しており、これまでも｢市高齢者福祉計画｣に基づい

て介護保険の円滑なサービスの提供を行ってきました。しかし、介護保険認定者の増加

とともに介護保険サービスの利用も年々増加し、介護保険財政における負担の増大が懸

念されています。 

また、高齢夫婦世帯や高齢単身世帯、認知症高齢者なども増加傾向にあるため、地域

包括支援センターを拠点に、それぞれの状況に応じた支援に取り組み、高齢者が尊厳を

もって日常生活を送ることができるよう支援する必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

高齢者一人ひとりが、住み慣れた地域で自分らしく生きがいをもって元気に生活でき

るよう、健康づくりや介護予防への意識を高めるとともに、各種サービスを総合的に提

供できる体制を整えます。また、市民や団体、事業者などの連携を強化し、助け合い、

支え合う環境をめざします。 

 《 数値目標 》  

 《 具体的施策の展開 》  

（２）高齢者福祉の充実 

①高齢社会に対応した仕組みづくり 

・「市高齢者福祉計画」の円滑な推進に努め、適切な評価・見直しを行います。 

・高齢者の健康づくり、介護予防などの学習の機会、広報活動を充実させ意識啓発

を強化します。 

・地域での見守り活動や声かけ運動など支え合いの仕組みをつくります。 

・老人福祉センターが高齢者の健康増進、教育の向上、レクリエーションなどの活

動拠点となるよう、サービス内容の充実を図るとともに、安全面や利用者ニーズ

などを踏まえ必要な改善・整備を行います。 

 【福祉課】 【健康介護課】 

②介護予防・認知症対策の強化  

・高齢者が在宅生活を継続できるよう、社会福祉協議会などとの連携を強め、生活
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支援サービスの充実や、地域での高齢者とじこもり予防事業、安心して生活して

いくための安否確認、定期的な状況確認のための訪問を実施します。 

・認知症高齢者の早期からの適切な診断や対応、認知症に対する正しい知識と理解

に基づく本人や家族への支援ができる体制づくりを進めます。 

・高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活が送れるよう、社会福祉協議会などと

の連携を強化しながら、外出支援サービスなどの生活支援サービスを推進します。

 【福祉課】 【健康介護課】 

③介護サービスの促進 

・居宅サービスの適切な利用促進と介護保険施設などへの入所の適正化を図る 

とともに、地域密着型サービスについても推進します。 

・「市高齢者福祉計画」に基づき、介護保険サービスの適切な利用を促進し、身体

機能の維持や重度化防止に努めます。 

・介護サービス事業者への適切な指導を行い、サービスの質の向上と利用者の尊厳

保持に努めます。 

 【健康介護課】 

④地域包括支援センターの体制強化 

・地域支援事業では、包括支援事業として介護予防ケアマネジメント業務、総合相

談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務などを

実施します。 

・地域包括支援センターが中心となり、医療・福祉・介護の連携を図り、地域包括

ケアシステムの構築に取り組みます。 

・地域ケア会議の効果的な実施に努め、多職種協働によるケアマネジメント支援の

充実を図ります。 

 【健康介護課】  

《数値目標》

　認知症サポーター延人数
　　【H30 : 1,757人 ⇒ R5 : 1,800人】

　シルバー人材センター会員数

　　【H30 : 409人 ⇒ R5 : 500人】

　みまもりボランティア登録人数

　山県市シルバー人材センター派遣延べ人数
　　【H30 : 14,197人 ⇒ R5 : 17,000人】

　　【H30 : 17人 ⇒ R5 : 35人】
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《数値目標》

　施設入所者の地域生活への移行
　　【H30 : 1人　 ⇒ R5 : 1人　】
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《具体的施策》４. 障がい者等の福祉・保険の充実 

    

障害者総合支援制度の充実、障がい者の就労支援と社会参加、地域生活支援の充

実、グループホーム等施設の整備の働きかけを行います。 

   地域福祉のまちづくりの推進、福祉教育の充実とボランティア活動の促進、当事

者同士の支え合いや助け合い促進、適切なサービスの供給、調整を行います。 

   ひとり親家庭の相談・支援の充実、生活の自立支援を図ります。 

   介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金制度の推進とともに、低所

得者福祉を推進します。 

 

 

  《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

４．障がい者等の福祉・保険の充実

（２） 地域福祉の推進

（３）ひとり親家庭福祉の充実

（４）社会保障の充実

（１） 障がい者福祉の充実



- 49 - 

 

（１）障がい者福祉の充実 

 

 《 現状と課題 》  

障がい者を取り巻く制度は、平成 15年度に措置制度から支援費制度、平成 18年度に

は障害者自立支援法、そして平成 25 年度には「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（障害者総合支援法）」へと変更されています。 

また、平成 25 年 6 月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以

下、「障害者差別解消法」という）が成立しており、行政機関等については、「社会的障

壁の除去」を障がい者や家族から求められた場合に「合理的配慮」を行うことが義務付

けされました。 

本市では、障がい福祉の方向性を定めた「第３次市障がい者計画」に基づき各種施策

を推進してきました。障がいのある人が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる

よう、在宅福祉サービスの充実を図るとともに、施設入所者の地域生活移行に向けては、

グループホーム等の生活の場の確保が必要となっています。 

また、障がい者の自立支援に向けて、関係機関・団体等とも連携して適切な支援体制

の構築に引き続き取り組む必要があります。今後は、サービス提供に関する相談業務を

充実するとともに、障がい者がより適切なサービスを受けられるよう、サービスの基盤

整備・相談支援体制の確立、個別ケースのコーディネートなど、障害者自立支援推進協

議会と連携して各種の取組を推進する必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

障がい者の自立を推進するために、特に居宅サービスの充実に努めるとともに、効果

的な居宅・施設サービスの提供を図るため、相談体制やケアマネジネントの充実に努め

ます。 

また、地域の障がい者への理解促進や地域活動への参加・交流の機会を拡充し、全て

の人がお互いに尊重し合いながら、地域社会の中で暮らすことのできる環境づくりに努

めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）障がい者福祉の充実 

①障害者総合支援制度の充実 

・市障害者自立支援推進協議会などにより、障がい者（児）に対するサービス提

供及び相談支援のネットワーク化や権利擁護体制の整備・推進に努めます。 

・障がい者のニーズや実態に即した障がい者施策の推進や障がい者計画の円滑

な推進に努め、適切な評価と見直しを行います。  

【福祉課】 
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②障がい者の就労支援と社会参加 

・障害者雇用推進法に基づき、関係機関との連携を強化しながら地域での自立・

雇用を促進し、障がい者の社会参加・地域移行の支援に努めます。 

・文化活動やスポーツ・レクリエーションを通して、地域における参加・交流を

促進します。また、知的障がい者や精神障がい者などが参加しやすい環境づく

りに努めます。  

【福祉課】 

③地域生活支援の充実 

・福祉と保健・医療との連携を図りながら、相談支援事業者などと共に障がい者

への相談体制の充実を図ります。 

・身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員・児童委員との連携を図りな

がら、ニーズの把握や情報提供、相談・指導を充実します。 

・障がい者の雇用促進や就労支援の体制づくりに取り組みます。また、知的障が

い・精神障がいのある人などの特性に応じた支援に努めます。 

・身近な地域で早期に子どもの発達や成長面の相談に対応し、一人ひとりの状況

に応じた適切な指導と援助ができるよう、ピッコロ療育センターを拠点に、療

育機能の充実を図ります。 

 【福祉課】 

④施設の整備 

・広域的な調整を図りながら、民間による生活介護や就労支援、グループホーム

などの障がい者施設整備の働きかけを行います。  

【福祉課】 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　福祉資格取得者への補助件数
　　【H30 : 8件　 ⇒ R5 : 9件　】
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（２）地域福祉の推進 

 

 《 現状と課題 》  

近年では、東日本大震災等を契機に市民同士がお互い支えあい、助け合うために地域

コミュニティの一層の活性化が求められています。 

本市では、市が策定した「第３次市地域福祉推進計画」に基づき、「幅広い視点に立

って、いろいろな立場の人たちと力を合わせ、住民みんなで学習し、工夫し、それぞれ

ができることから取り組んでいく」「必要に応じて、日常生活をサポートするためのし

くみを生み出す」「活動が、地域社会の活性化につながる工夫をする」という視点に立

ち、様々な取組を進めています。 

今後も、少子高齢化や激しい社会変化に伴い、多様化する市民の生活課題に柔軟に対

応していくために、協働による地域福祉のまちづくりを推進し、生活課題を発見・解決

する仕組みや、支援を必要とする人が適切な福祉サービスを受けられる仕組みづくりが

必要です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民一人ひとりの福祉に対する意識を高めるととともに、地域活動、福祉活動への市

民の主体的な参加の促進や連携強化に努めます。そのために、市民参加による活動を推

進し、市民と行政が役割分担しながら、協働による地域福祉のまちづくりを継続・発展

させていきます。また、ユニバーサルデザインの視点から、全ての市民が利用しやすい

まちづくりを進めていきます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）地域福祉の推進 

①地域福祉のまちづくりの推進 

・高齢者や障がいのある人との交流やボランティア活動など地域福祉のまちづ

くりを通じて、ソーシャルインクルージョン、ノーマライゼーション理念の普

及に努めます。 

・社会福祉協議会と協働して民生委員・児童委員やふくしまちづくり推進員など

の活動を促進し、地域での支え合い意識の醸成に努めます。 

・「第３次市地域福祉推進計画」に基づいた地域福祉活動を支援し、福祉風土の

醸成を図ります。 

・「岐阜県福祉のまちづくり条例」に基づき、公共施設などのバリアフリー化や

ユニバーサルデザインの導入に努めます。 

 【福祉課】 

②福祉教育の充実とボランティア活動の促進 
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・福祉教育の普及促進やボランティア活動への参加促進、新しい担い手の確保に

努めるとともに、ボランティア育成のための研修会や講座を開催します。 

・ボランティアの組織化、ボランティア活動の助言・相談、調整、指導者の育成

などを支援します。 

・市民やボランティア団体、民生委員・児童委員協議会、社会福祉協議会、その

他福祉事業者との連携を強化します。 

・学校や福祉施設などと連携して子どもたちの福祉の学びを支援する取組など

福祉教育活動の展開を支援します。 

・福祉まちづくりフォーラムの開催などにより、ボランティア活動についての情

報提供、情報交流、活動当事者同士の交流など、地域福祉活動の啓発に努めま

す。 

  【福祉課】 【子育て支援課】 【学校教育課】 

③当事者同士の支え合い、助け合い促進 

・当事者同士の支え合い、助け合い活動を展開する老人クラブ、身体障がい者福

祉協会、精神障がい者のデイケア、精神障がい者家族会、母子寡婦福祉会、次

世代育成支援親グループワーク、遺族会などを支援するとともに、社会福祉協

議会と連携し、当事者活動の組織化を支援します。 

・身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、地域活動支援センターなどのピア

カウンセリング活動を支援します。 

・遺族会等への補助金の交付を行います。  

【福祉課】 【子育て支援課】 

④適切なサービスの供給、調整 

・保健、医療、福祉、教育など、各種機関との連携を図り、情報の共有や適切な

サービス提供に努めます。 

・ケアマネジメント体制を強化し、福祉サービス利用者に対する総合的な支援体

制づくりに努めます。 

・サービス利用に結びついていない要援護者の把握や効果的な利用促進に向け

た啓発を強化します。 

・成年後見制度の利用促進を図るため、相談支援等の各種支援を行うとともに、

制度の普及啓発に努めます。  

【健康介護課】  
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（３）ひとり親家庭福祉の充実 

 

 《 現状と課題 》  

近年、離婚件数の増加など、様々な要因により、ひとり親家庭は増加傾向にあります。

ひとり親家庭の状況や取り巻く環境は様々ですが、子どもが心身ともに健やかに成長す

るためにも、親の社会生活における自立への支援を進め、ひとり親家庭が安心して生活

や子育て、社会参加などができる環境の整備に取り組む必要があります。 

ひとり親家庭の親が経済的に自立し安心した生活を営むため、相談窓口や経済的自立

に向けた支援制度の周知によるサービスの活用促進、就業への支援による安定した収入

と継続的な就業状態の維持などが必要です。 

本市では、ひとり親家庭に対して、支援員による就職相談及び福祉資金貸付などの福

祉制度の相談を実施しています。また、民生委員・児童委員との連携により、自立に向

けた各種相談・支援にも取り組んでいます。更に母子寡婦福祉会でも、レクリエーショ

ンや地域交流会を実施し、ひとり親家庭への交流の機会の提供や各種情報の提供を行っ

ています。 

今後は、ひとり親家庭からの自立や生活に関する相談などについて、一層の周知を図

るとともに、母子寡婦福祉会の新規会員や、若い世代の会員を確保することが必要とな

っています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

ひとり親家庭が抱える様々な課題を把握し、適切な支援を行うことにより、社会生活

における暮らしやすい環境づくりに努めます。また、子育てや、安定した収入が得られ

るような就業への支援を行うことにより、世帯としての自立促進を支援します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）ひとり親家庭福祉の充実 

相談①生活の自立支援ひとり親家庭福祉の充実 

・ひとり親家庭の交流機会や、各種情報の提供等の活動に対し、補助金を交付し

ます。 

・民生委員・児童委員や自治会などと連携を図りながら、ひとり親家庭の実態把

握に努め、児童が育成される家庭の生活の安定と親の自立支援の促進に向けた

適切な支援に努めます。 

・民生委員・児童委員や母子自立支援員などによる相談・指導を充実し、ひとり

親家庭の日常生活での心配事や精神的不安の解消に努めます。 

【子育て支援課】 【福祉課】 

②生活の自立支援 

・ひとり親家庭における親の主体的な能力開発への支援として、養成講座の受講
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料や養成機関での修業に対する給付金を支給します。 

・母子寡婦福祉会の活動を支援し、ひとり親家庭の相互交流などを通じて、自立

を促進します。 

・児童扶養手当や母子家庭自立支援補助金、福祉資金貸付などの制度の有効活用

を促進し、経済的な負担の軽減を図ります。 

【子育て支援課】 

 

  

《数値目標》

　母子寡婦福祉会の会員数
　　【H30 :160人 ⇒ R5 : 160人】



- 55 - 

 

（４）社会保障の充実 

 

 《 現状と課題 》  

人口減少や少子高齢化の進展による社会保障費の増加により、将来の財政負担の増大

が見込まれており、制度内容の更なる周知や、確実な納付による各種制度の安定した運

営が必要となっています。  

介護保険制度では要介護者・要支援者が増加しています。サービスの円滑な給付と適

正な利用を図るとともに、更なる制度の普及啓発を進める必要があります。国民健康保

険についても、長寿社会の進展と社会経済の低迷等により、加入者が大幅に増え、医療

費の負担が増加しています。誰もが安心して医療が受けられるよう、健全な運営に努め

る必要があります。また、国民年金は高齢期の生活基盤を支える所得保障の重要な部分

を担うものであり、引き続き市民の年金受給権の確保に努める必要があります。生活保

護については、国においても生活保護に至る前の自立支援策の強化が進められており、

生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにする必要があります。 

本市の国民健康保険被保険者は、平成 26 年 4 月 1 日現在で人口の 30％、世帯数の

43％の加入があり、後期高齢者被保険者では人口の 14％の加入があります。国民健康

保険及び後期高齢者保険の被保険者１人当たり年間療養給付費は、県下でも高い支払額

となっています。今後は、特定健康診査の受診率の向上を強化し、被保険者の健康意欲

の高揚と病気の早期発見により重症化を予防し医療費を抑制する必要があります。収納

率は、国民健康保険で平成 24年度現年度分が県下平均（92.10％）を上回る 94.06％で、

後期高齢者保険は、平成 25 年度分県下平均（平成 99.31％）を下回る 98.74％でした。

滞納者対策を強化し、新規未納者への早期対策を積極的に進めます。また、国民年金に

おいては、市の窓口を利用した関係届、各種申請等の受付件数が増えており、今後も継

続していく必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

介護保険制度の正しい知識の啓発や、介護予防、介護度の重度化予防を進めつつ、適

正なサービス供給により、介護保険制度の円滑な運営を進めます。また、質の高い保険

医療・福祉サービスの確保と安定した介護保険制度の確立に努めます。更に、健康の自

己管理意識の高揚と医療費の適正化を促進し、後期高齢者医療制度や国民健康保険財政

の健全化を図ります。 

低所得者支援については、情報提供や相談体制を充実するほか、生活指導・助言の実施

により、社会的・経済的自立を促進します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（４）社会保障の充実 

①介護保険制度の推進 
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・保険料について広報・啓発活動を行い、介護保険財政の健全な運営に努めます。 

・介護保険制度やサービスについて情報提供の充実を図るとともに、関係機関と

の連携により、相談や苦情への適切な対応に努めます。 

 【健康介護課】 

②国民健康保険制度などの推進 

・「国民健康保険法」及び「市国民健康保険条例」に基づき、被保険者の疾病、

負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行います。 

・「市国民健康保険税条例」に基づき徴収した保険税や県支出金等を財源として、

都道府県単位化等の広域化も視野に入れ、適正に国民健康保険事業を運営しま

す。 

・国民健康保険制度についての情報提供や啓発活動により納付意識の向上を図

るとともに、口座振替の促進や窓口での納付相談など、納付しやすい条件整備

を進めます。  

【市民環境課】 

③後期高齢者医療制度などの推進 

・市の 75歳以上の後期高齢者全員と、前期高齢者（65～74歳）で障がいのある

人を対象に、岐阜県後期高齢者医療広域連合と連携し、適切な医療の確保を図

るために医療費の適正化を推進し、保険者による健康診査等の実施に関する措

置を講じます。また、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行います。 

・保険料納付の啓発活動・窓口での口座振替の促進及び納付相談などを行い、保

険料の納付意識の向上に努めます。 

 【市民環境課】 

④国民年金制度の推進 

・市民を対象に日本年金機構岐阜北年金事務所からの事務委託により、国民年金

の加入や納付免除等の各種申請の受付及び相談、指導、啓発活動等を実施しま

す。 

・住民異動・国民健康保険加入時に、必ず国民年金加入の説明を実施する等、関

連窓口での相談・指導などに努めます。  

【市民環境課】 

⑤低所得者福祉の推進 

・生活保護法や生活困窮者自立支援法等に基づき、生活困窮者の最低限度の生活

を営むための生活保障を行うとともに、自立に向けて就労支援等を実施します。 

・民生委員・児童委員や関係機関との連携を図り、援護ニーズの把握や各種制度

の有効活用を進めます。 

・生活指導や就労指導の充実を図り、生活の自立に向けた活動を支援します。

 【福祉課】 
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《数値目標》

　国民健康保険税の年間収納率
　　【H30 : 83.7%　 ⇒ R5 : 83.7%】

　後期高齢者医療保険料の年間収納率
　　【H30 : 98.8%　 ⇒ R5 : 98.8%】

　リーダーバンク登録者数
　　【H30 : 280人　 ⇒ R5 : 280人】
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《具体的施策》５. 生涯学習・生涯スポーツの推進 

     

生涯学習推進体制の整備、学習施設の機能強化、サークル活動等への支援、学

習機会の拡充、スポーツ・レクリエーション環境の充実や機会の拡充を図ります。 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

５．生涯学習・生涯スポーツの推進 （２） 主体的な学習活動の支援

（３）生涯スポーツの推進

（１） 生涯学習の推進
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（１）生涯学習の推進 

  

 《 現状と課題 》  

市民一人ひとりが自由に学ぶことができ、自らの成長や自己実現を図るとともに、学

習活動を通じて生きがいや人とのつながりを育み、その成果を地域などに還元すること

は、地域の活性化にもつながります。 

本市では生涯学習活動の主な拠点となる中央公民館（3館）と地区公民館（12 館）を

中心に、市民による主体的な学習活動が展開されています。生涯学習の推進にあたって

は、関係機関や地域との連携を図りながら、中央公民館を中心とした生涯学習の方針や

年間計画の検討などを行ってきました。地区公民館では地域に即した行事を取り入れ、

市民との協働による地域づくりと地域の特色を生かした事業の展開に取り組んでいま

す。 

しかし、過疎化や少子高齢化、市民ニーズの多様化が進行する中、公民館の機能の分

担・統合や講座のあり方など、効果的かつ効率的な管理・運営を図る必要が生じていま

す。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

生涯学習施設の充実を図るとともに、生涯学習の指導者の育成・確保に努めます。ま

た、市民ニーズを踏まえながら、地域との協働により生涯学習を通じたまちづくりや人

づくりに努めるとともに、効果的かつ効率的な生涯学習施設の管理・運営を図ります。 

 《 数値目標 》  

 《 具体的施策の展開 》  

（１） 生涯学習の推進 

①生涯学習指導者の育成 

・確保を進めるとともに、各々の知識経験などを活かし、多くの人材がボランテ

ィアとしてい、主体的にあらゆる行事や大会等の運営支援に参加し、活躍でき

る機会の拡充に努めます。 

・教育機関や関係団体との連携を強化し、市民が生涯学習の成果を活用できる場

や機会の拡充に努めます。  

【生涯学習課】 

②学習施設の機能強化 

 ・公民館の位置づけや機能の検討を進めるとともに、市民の学習ニーズに対応で

きる施設・設備の充実に努めます。 

【生涯学習課】 
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《数値目標》

　公民館利用者数（年間）
　　【H30 : 98,526人 ⇒ R5 : 100,000人】
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（２）主体的な学習活動の支援 

 

 《 現状と課題 》  

社会状況やライフスタイルが大きく変化する中、生涯学習活動は、自己実現のみなら

ず、地域の活性化、高齢者の社会参加、青少年の健全育成等、地域にとって大変重要な

ものとなっています。 

本市の公民館等における生涯学習活動は、令和元年 4 月 1 日現在、21 講座、206サー

クルがそれぞれ自主的に運営を行っています。また、「生涯学習ガイド」を発行し、講

座やサークルの紹介を行っています。更に、広報紙や市のホームページなどを活用した

情報の提供に努めてきました。しかし、講座やサークルの参加者は年々高年齢化してお

り、女性が多く男性が少ないといった状況もみられています。 

今後、過疎・高齢化が進む中で、市民ニーズを重視しながら、運営の見直しや市民ニ

ーズを踏まえた講座内容の充実を図る必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

多様な情報媒体の活用により生涯学習情報の提供を充実し、市民の生涯学習への関心

や参加意欲の向上に努めます。また、地域づくりにつながる活動や生活に密着した学び

の場等の特色ある講座を提供し、学習サークルなど市民の自発的な学習活動を支援しま

す。 

 《 数値目標 》  

 《 具体的施策の展開 》  

（２）主体的な学習活動の支援 

①サークル活動等への支援  

・講座・教室の修了者などを対象に、主体的なサークル活動や自主的な教室運営

などを支援します。また、今後も３年間の講座終了時には、サークルとして長

く活動ができるよう支援します。  

【生涯学習課】 

②学習機会の拡充 

・市民ニーズを踏まえ、講座・教室の見直しや内容の充実に努めます。利用者か

らの要望に応え、毎年新しい講座を計画し、ニーズを大切にしながら、趣味趣

向だけでなく生活に密着した講座・教室をコーディネートし、学習内容の充実

を図ります。 

 【生涯学習課】 
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  《数値目標》

　　【H30 : 60.9％（2019年度） ⇒ R5 : 67%】

　公民館講座数
　　【H30 : 5箇所 ⇒ R5 : 6箇所】

　サークル数
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（３）生涯スポーツの推進 

 

 《 現状と課題 》  

生涯スポーツは、市民の健康や体力の維持・増進、更には市民の親睦や交流を深め、

豊かな地域社会を形成するために、重要な役割を担うものです。 

近年では、高齢者の介護予防や健康づくり、障がい者の社会参加、青少年の健全育成

など多様な面において、スポーツや体力づくりの重要性が高まっていることから、今後

も、関係団体との連携を図りながら、計画的な指導者の育成・確保に努めるとともに、

誰もが気軽に実践できる運動プログラムの整備などが必要です。 

本市では、多様化する市民ニーズに対し、より効果的・効率的に対応するため、スポ

ーツ施設に指定管理者制度を導入しています。民間能力の活用により、住民サービスの

向上と経費の節減に努めた結果、利用者数も増加しており、引き続きサービス向上と効

率的な運営に努めながら、利用環境の充実を図ることが求められています。 

また、本市は総合型地域スポーツクラブを展開し、市民が希望するスポーツ活動に積

極的に参加できる環境を整備しているほか、各種軽スポーツ大会を積極的に開催してい

ます。 

今後も、体育協会やスポーツ少年団・スポーツクラブが中心となり、指導者の育成派

遣などを通じて、生涯スポーツの推進や競技スポーツの発展に努めていくことが必要で

す。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

スポーツや体力づくりの重要性や楽しさについての周知を図り、市民への普及に努め

ます。また、誰もが気軽に実践できる運動プログラムの整備や、指導者の育成・確保を

図り、スポーツに親しむことのできる環境づくりを進めます。 

また、健康スポーツ推進の一環として、競技用施設を除き使用料の無料化を行い、健

康寿命を高める環境づくりを図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）生涯スポーツの推進 

①スポーツ・レクリエーション環境の充実 

・市民の健康増進や施設の利用促進及び有効利用をめざし、競技用施設を除き使用

料の無料化を継続します。 

・総合運動場をはじめ、市内の体育施設の効率的な管理・運営に努め、有効活用を

促進します。 

・利用者ニーズなどを踏まえ、総合運動場等の体育施設の充実を図ります。 
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【生涯学習課】 

②スポーツ・レクリエーション機会の拡充 

・社会体育施設に指定管理者制度を導入し、サービス向上に努めます。 

・「総合型地域スポーツクラブ補助金」によりスポーツ教室等を開催し、内容の

充実を図ります。 

・体育協会などの関係機関と連携を図りながら、幅広い年齢層が参加できるスポ

ーツ企画の充実を図るとともにウォーキングイベント、ラジオ体操会やスポー

ツ吹矢教室などの開催により、健康な生活習慣についての普及・啓発活動を推

進します。 

・自然環境を活かし、レクリエーションの場や機会の確保を進めるとともに、

サイクリング・ウォーキングロードの活用促進に努めます。 

【生涯学習課】 

  

  
《数値目標》

　社会体育施設利用者数（年間）
　　【H30 : 218,729人 ⇒ R5 : 230,000人】

　ラジオ体操会参加者数
　　【H30 :1,540人   ⇒ R5 :  2,000人】

　ウォーキングイベント参加者数
　　【H30 : 2,000人  ⇒ R5 : 2,000人】
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《具体的施策》６. 芸術・文化等の振興・継承 

      

図書館利用の促進、文化施設の充実、芸術・文化活動の促進、文化遺産の保護、

文化遺産の継承と活用を図ります。 

 

 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（２） 文化財と伝統芸能の継承

（１）芸術・文化の振興

６． 芸術・文化等の振興・継承
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（１） 芸術・文化の振興 

 

 《 現状と課題 》  

経済的な発展と社会的基盤の整備が急速に進められ、人々の暮らしが豊かになった反

面、先人から受け継がれてきた大切な文化を次代に引き継いでいくことが難しくなりつ

つあります。文化芸術振興基本法の基本理念に即して、将来にわたって市民が文化的な

生活を送ることができるよう、多様な文化芸術に触れ、活動できる機会を提供していく

必要があります。 

本市では、図書館を中心に、「歴史民俗資料館」「美術館」「花咲きホール」「古田紹欽

記念館」を含む一帯を文化ゾーンと位置づけ、多様な文化事業を推進しています。 

「花咲きホール」では、乳幼児から優れた芸術文化に触れる機会を提供する「0歳か

らのコンサート」や市民参加のコンサートを開催しているほか、市民主体の芸術文化活

動を育成、支援しています。また、学校や保育園などを対象にしたアウトリーチ事業を

積極的に展開しています。そのほか、「歴史民俗資料館」では、収集した資料の公開と

活用、「美術館」では、市民の作品展や優れた芸術作品の展示、「古田紹欽記念館」では、

日本文化や地域文化の紹介や情報発信をはじめ市民茶会を実施するなど、それぞれの施

設の特長を活かしながら一体的な活用を図っています。今後も、市民一人ひとりの文化

的資質の向上につながる多様な文化事業を積極的に展開していく必要があります。 

図書館では、蔵書検索や貸出予約などをインターネットで行えるようにする図書 Web

公開システムを整備するなど、利用者サービスの充実に努めてきました。今後も、重要

な生涯学習拠点の一つとして、市民に愛され、役に立つ魅力ある図書館づくりを推進し

ていく必要があります。更に、子どもの読書活動の推進に関する法律のもと、図書館を

中心に学校、家庭、地域が連携した子どもの読書推進に一層努めていく必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

乳幼児から高齢者まで、誰もが文化芸術に親しむことができる機会を提供するととも

に、市民の主体的な文化芸術活動を促進し、文化の香り高いまちづくりに寄与します。

また、文化施設それぞれにおける機能の強化と充実を図り、施設相互の連携のもとに相

乗効果を生み 

出すとともに有効利用につなげ、市民にとって魅力ある文化活動拠点づくりに努めます。 

また、図書館においては、図書資料の充実をはじめ、学校・地域･家庭との連携のも

と、子どもの読書活動の推進に一層努め、歴史民俗資料館、美術館を併設する複合施設

の利点を活かし、学習の場、憩いの場として、魅力ある施設運営をめざします。 
 
 《 数値目標 》  

 《 具体的施策の展開 》  

（１） 芸術・文化の振興 
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図書館利用の促進 

・図書館ホームページや図書館情報システムの活用により、図書館利用者の自

発的な学習活動の促進に努めます。 

・図書館を中心に、学校、家庭、地域が連携し、子どもの読書推進に努めます。 

・魅力ある図書館をめざし、幅広い分野の図書資料の収集に努め、蔵書の充実

を図ります。 

・読み聞かせボランティア等による絵本等の読み聞かせを推進するとともに、

親子等を対象とした物作り講座など楽しいイベントを開催し、図書館利用を

促進します。  

【生涯学習課】 

②文化施設の充実 

・市民の文化芸術活動の拠点となる文化施設の機能の維持・充実に努め、市民

に親しまれ、利用しやすい文化施設の運営を図ります。 

 【生涯学習課】 

③芸術・文化活動の促進 

・文化の里花咲きホール、古田紹欽記念館において、市民の文化芸術の鑑賞機

会や参加による文化創造の機会を拡充します。 

・利用促進を図るための文化情報の発信機能を強化します。 

・歴史民俗資料館を核として、民俗資料の収集整理及び公開、活用を図ります。 

・美術館の活用を促進するため、企画展や市民作品展等を実施し、周知のため

の広報を推進します。  

【生涯学習課】 

  

《数値目標》

　図書館貸出冊数（年間）
　　【H30 : 113,366冊 ⇒ R5 : 100,000人】

　　【H30 : 5,324人） ⇒ R5 : 6,300人】

　花咲きホール稼働率
　　【H30 : 87.8%  ⇒ R5 :100%】

　古田紹欽記念館　来館者数（年間）
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（２）文化財と伝統芸能等の継承 

 

 《 現状と課題 》  

本市には国・県・市指定文化財計 86 件をはじめ、古くからの伝統や文化遺産が数多

く所在しています。しかし、経済的な発展と社会的基盤の整備が急速に進められ、人々

の暮らしが豊かになった結果、先人が築き、親から子、そして孫へと連綿と守り、語り

継がれてきた文化財や伝統芸能の大切さを見失いがちになっており、このままでは後世

に継承していくことが難しくなっています。 

本市では、文化財の調査や保存のための支援、体制の整備に加え、ホームページや広

報紙等を活用した広報や情報提供を行い、継承・活用を促進する環境づくりに取り組ん

でいます。また、市重要無形民俗文化財舞台公演会を行い、歴史的・芸術的価値の高い

文化財を広く周知するとともに、公演を機とした各団体の活性化にも努めてきました。

平成 29 年度には市内の祭礼、行事、芸能を調査研究、記録、保存により、報告書「山

県市の祭りと民俗芸能」を刊行し、文化的価値の高い地域の特色のある民俗文化財を周

知し、理解と関心の高揚にも努めてきました。今後も生涯学習など様々な機会を活用し

ながら、市民への一層の周知を図る必要があります。 

地域の伝統芸能等については、担い手の不足や伝承者の高齢化などの問題を抱えてお

り、後継者の育成に向けた環境の整備が課題となっています。 

本市では、市民団体との連携により歴史・文化の調査研究を行っていますが、このよ

うな連携を一層強化し、市民を巻き込んだ文化財の保護・活用のためのネットワークづ

くりに努めていくことが必要です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

文化財の調査・研究の推進や市民への文化財情報の積極的な提供に努めるとともに、

文化財の保存と活用に取り組む文化財保護団体等への支援と連携の強化に努めます。ま

た、地域の伝統芸能や伝統行事の継承と振興を図るため、保存団体が行う後継者育成や

公開の充実に向けた取組を支援するとともに、郷土の美しい自然や豊かな歴史的風土の

中で培われた貴重な文化財を次代に確実に引き継ぐための、文化財を活用した教育普及

活動に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）文化財と伝統芸能の継承 

①文化遺産の保護 

・遺跡の発掘や文化財の調査体制の充実を図り、文化遺産についての調査データ

（図面、歴史資料、聞き取り調査記録、写真、映像記録等）を整備し、学術的

評価を明確にするとともに、その保護に努めます。 



- 69 - 

 

・国・県・市指定有形文化財の修理・修繕の必要が生じた際には補助金を交付し、

文化財の保存と活用を図ります。 

 【生涯学習課】 

②文化遺産の継承と活用 

・無形民俗文化財等の保存活動を支援し、小中学校の学習活動に取り入れるなど、

生涯学習の機会を活用し、伝統行事や郷土芸能の継承に努めます。 

・文化遺産の調査成果の公表や活用により、市民の理解や関心を高めます。 

・市民による保護・活用のためのネットワークづくりを促進し、文化遺産をまち

づくりに活かし継承に努めます。  

【生涯学習課】 

 

  

《数値目標》

　市重要無形民俗文化財舞台公演会来場者数
　　【H30 : 230人  ⇒ R5 : 230人】

　歴史関係出前講座実施回数
　　【H30 : 8回  ⇒ R5 : 8回】
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第２章 生き生きと安心して働けるしごとづくり〔基本目標 ２〕 

 

〔基本的方向〕 

生き生きと和やかに暮らすためには、それぞれのしごとや役割、目的を果たし、

認め合うことが必要です。地域の特性・特徴を生かしながら、さまざまな産業や本

市ならではのしごとが活性化し創出されることは、ひとが地域に貢献する意識を高

め、郷土愛・シビックプライドを強くすることにもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《第２章　施策の体系》

第２章　生き生きと安心して働けるしごとづくり

地域産業の活性化と企業支援

2

1

企業誘致・支援

地域産業の活性化第１節

　女性従業者数
　　【H28 : 5,104人 ⇒ R5 : 5,600人】

　バスターミナル利用者数
　　【H30（高富バス停乗降者数（1日当たり）） :
－ ⇒ R5（バスターミナル等利用者数（1日当たり）） : 320人】

《成果目標》
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第１節 地域産業の活性化と企業支援 

  

《現状と課題》  

 農業については、優良農地の保全・確保に努めていますが、農業者の高齢化と担い手

不足により、耕作放棄地の増加が懸念されます。このため、大型農業機械の導入による

経営の効率化や組織の強化等で対応し、農業経営の省力化を促進し、農産物や加工品の

高付加価値化及び６次産業化と販売拡大をしていくことが課題です。 

林業については、厳しい林業採算の面から森林所有者の管理意欲は減退し、山離れや

施業放棄が問題になっていることから、施業地の集約化や林内路網の整備による木材生

産の効率化に加え、林業の経営基盤の強化や担い手の育成が求められています。 

地域経済を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化の進展、規制緩和、経済のグロー

バル化等により大きく変化し、特に商業については、大規模店舗の立地など周辺環境の

変化や市民の消費行動の多様化、事業継承者などの影響・課題を受け、事業者にとって

は厳しい経営環境が続いています。 

工業のうち特に建設業は、公共事業の縮小、人口減少による内需縮小、働き手不足等

から厳しい局面が続き、本市の主要産業である製造業もほぼ全てが中小企業であること

から、国内の経済動向に左右されやすい構造に変わりはありません。 

東海環状自動車道山県Ｉ．Ｃの開設により本市の企業立地環境が向上し、加えて市で

は企業立地促進制度により奨励金を補助するほか、企業誘致は、東京圏に一極集中を解

消に向け、本社機能を持つ企業部門の地方移転を国を挙げて進めています。 

人口減少による労働者人口の減少により、人手不足や業種によっては雇用のミスマッ

チなど雇用情勢は依然厳しいものがあります。 

出産後就職を希望する女性や、生涯活躍の視点や定年延長から高齢者、誰もが活躍で

きる社会をめざした障がい者等の雇用、長時間労働の解消やワーク・ライフ・バランス 

の推進など、時代に対応した雇用環境が求められています。 

 《 基本的方向 》  

《基本的方針》 

 そこで、本節の基本的方向を「地域産業の活性化と企業支援」とし、市内で働きやす

く、働き続けることができるよう、女性活躍の推進や誰もが活躍できる市内企業の魅力

発信をするとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きやすい職場づくりの環境

支援、事業継承などの支援により、市内事業所数の維持、働く場所の魅力向上を支援し

ます。また、東海環状自動車道開通を契機とした企業の立地環境の向上を図ります。 

地域産業の実情等に応じた活性化・維持策を推進するとともに、東海環状自動車道山

県 IC 開通やバスターミナル整備を契機としたビジネスチャンス、事業継承や人手不足

などの諸問題、生涯活躍や女性活躍、ワーク・ライフ・バランスなど時代に合った働き
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方への支援等を進めます。 

 

  
《重要業績評価指標（KPI）》

　担い手による農地の利用集積率（新規）
　　【H30 : 23.90％　 ⇒ R5 : 36％　】
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《具体的施策》１. 地域産業の活性化 

       

農業基盤の整備、農業経営の安定化、農産加工などの促進、特産品開発マーケ

ティング、産学官連携特産品開発、農業振興事業の推進、農業・畜産業の人材育

成・確保を図ります。林業においては、木材産業の振興、担い手の育成を図りま

す。 

    商業では、商業活動の促進、賑わいの創出、工業では、立地環境の向上、既存

工業の育成を図り、商工会と連携した中小事業者の支援を推進します。 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（１）農林畜産業を支える人の育成・確保

（２） 林業を支える人の育成・確保

１．地域産業の活性化

（３） 商業の活性化

（４）工業の活性化
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（１）農業・畜産業を支える人材の育成・確保 

 

 《 現状と課題 》  

本市の農業は水稲栽培が中心で、農家の多くが第２種兼業農家となっています。こう

した中で、担い手農家や機械化営農組合のオペレーターの高齢化が進み、人材確保が厳

しい状況となっています。また、水稲栽培は米価下落などの影響を受け厳しい状況で、

自給用米として処理している農家も少なくありません。更に今後、TPP（環太平洋戦略

的経済連携協定）への参加により海外からの輸入作物が増え、農家収入をますます圧迫

する恐れがあります。 

そこで、地域農業を将来的に担えるよう、大型農業機械の導入による経営の効率化や

組織の強化、新規就農者の確保・育成が必要となるほか、安全安心なクリ－ン農業等農

業者の高付加価値化に向けた取組を支援し、活力ある農業を推進する必要があります。 

また、黒にんにくや手打ちそばなどの加工品の製造・販売は好調なことから、必要に

応じて施設・設備の拡充などを検討し、自主的な農産物などの販売活動を促進すること

が望まれます。 

農業基盤整備についてはほぼ完了していますが、今後、農業用施設（用水路、排水路、

揚水機など）の老朽化対策や、中山間地域等における農業基盤整備が課題となります。

また、「農業振興地域整備計画」に基づき、優良農地の保全・確保に努めていますが、

農業者の高齢化と担い手不足により、耕作放棄地の増加が懸念されます。そのため、各

種制度を活用しながら、地域ぐるみで農地保全を促進することが必要です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

農業基盤整備や農地の流動化を進め、優良農地の保全・確保に努めます。また、経営

規模の拡大や担い手農家の育成を図るとともに、高能率機械の導入による農業経営の省

力化を促進します。更に、農産物や加工品などの高付加価値化及び６次産業化と販路拡

大を推進します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）農業・畜産業を支える人材の育成・確保 

①農業基盤の整備 

・中山間地域などでの農業農地基盤の整備を促進します。また、農業用揚水

機、用排水施設の計画的な更新を進め、優良農地の確保に努めます。 

・優良農地の保全及び農地法の適切な運用を主眼に、毎年農地パトロールを実

施するなど、農地の無断転用の早期発見と是正・耕作放棄地の解消に努めま

す。 
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・畜産農家への指導を強化し、衛生管理意識の普及を促進するとともに、畜舎

の消毒などについての支援を充実します。また、畜産ふん尿の活用方法や管

理方法などについての研究を進めます。  

【農林畜産家】 

②農業経営の安定化・農地の集約化 

・鳥獣による農産物への被害防止対策を実施し、被害の軽減に努めます。 

・大型農業機械の導入支援を行い、経営の効率化に努めます。 

・直売所や出荷に向けた特産農産物の栽培支援や加工機材購入支援の取組を推

進します。 

 【農林畜産家】 

③農産加工などの促進 

・各種イベントなどの機会を活用した PRや販売機会の拡大、インターネットを

活用した流通・販売について支援します。 

・クリーン農業などによる安全性の高い農産物生産の拡大を図ります。また、

にんにくの産地化に向け、６次産業化手法を取り入れた付加価値商品の加工

を推進します。 

・大学や商工会などと連携し、農畜林産物を使用した加工品などの開発や販路

拡大を支援します。また、商談会や見本市等に出展して市場の評価を受け、

加工品の価値の向上に努めます。 

 【農林畜産家】 

④特産品開発マーケティング 

・市産食材を利用した特産品開発のためのマーケティングを行うとともに、販

路拡大を図ります。 

 【農林畜産家】 

⑤産学官連携特産品開発 

・岐阜協立大学、岐阜女子大学等地元大学と連携し、本市の特産品である利平

栗、にんにく元気玉、桑の木豆、伊自良大実柿の生産拡大や加工品の開発、

ブランディングを進めていきます。 

 【農林畜産家】 

⑥農業振興事業 

・農振地域変更に関する調査・資料作成・県との協議を行います。 

 【農林畜産家】 

⑦農業・畜産業の人材育成・確保 

・多様な担い手作りのため機械補助や農地を借りるなどして、生産性の高いも

のの作付け等、次世代人材育成を行う。 

 【農林畜産家】 
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《数値目標》

　園芸作物、飼料作物の農地利用面積
　　【H30 : 12.5ha ⇒ R5 : 25ha】

　にんにく生産量（年間）
　　【H30 : 21.5ｔ ⇒ R5 : 23ｔ】

　畜産衛生苦情件数（年間）
　　【H30 : 0件 ⇒ R5 : 0件】
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（２）林業を支える人材の育成・確保 

 

 《 現状と課題 》  

本市の森林面積は 18,633ha で、総面積の 8 割以上を占めています。北部や西部は、

林業生産活動の基盤となるスギやヒノキの人工林が多く、本市の民有林の人工林率は

57％を占めています。戦後に植栽された人工林は木材として利用できる林齢に達し、「植

えて育てる」時代から「伐って利用する」時代を迎えています。 

その中で、森林整備を進めるとともに、地元のスギから製剤加工された「美山の杉板」

が地域ブランドとして有名で、利用促進できるよう取り組んでいます。しかし、厳しい

林業採算の面から森林所有者の管理意欲は減退し、山離れや施業放棄が問題になってい

ることから、今後は施業地の集約化や林内路網の整備による木材生産の効率化に加え、

林業の経営基盤の強化や担い手の育成が求められています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

森林組合などの林業関係者との連携を図りながら、森林整備や木材生産の効率化を図

るとともに、林業の経営基盤の強化や担い手の確保・育成に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）林業を支える人材の育成・確保 

①木材産業の振興 

・林業経営改善のための国などの融資制度を活用し、経営基盤の強化に向けた取

組を支援します。 

・優良な地元産材の「地産地消」に努め、木材利用や販路拡大を進めます。 

・炭焼き体験事業などを行い、環境にやさしい資源の活用に努めます。

 【農林畜産家】 

②担い手の育成 

・森林組合などが行っている林業を担う後継者や労働者の確保・定着に向けた取

組を支援します。 

・森林組合等の事業量の増大と経営基盤の強化を支援し、組織・機能の活性化を

促進します。 

 【農林畜産家】 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　木材生産量（年間）
　　【H30 : 10,631㎥ ⇒ R5 : 11,700㎥】
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（３）商業の活性化 

 

 《 現状と課題 》  

 地域経済を取り巻く環境は、少子・高齢化の進展、規制緩和、経済のグローバル化等

により大きく変化し、特に商業については、大規模店舗の立地など周辺環境の変化や市

民の消費行動の多様化などの影響を受け、事業者にとっては厳しい経営環境が続いてい

ます。 

本市では、以前は、高富天王通、谷合地区、岩佐地区の商店街が地域生活を支えてい

ました。しかし、近年は、駐車場を完備した大規模店舗や市外へ購買客が流れ、公共交

通機関と連結していない商店街は廃業に追い込まれるなど、厳しい状況に置かれていま

す。 

また、北部地域では人口減少、高齢化等により商店経営が成り立たず、シルバー人材

センターや事業者などによる移動販売車での販売が主となっています。交通条件のよい

南部地域でも、個人経営の商店営業は厳しい状況にあります。 

こうした結果、買物弱者と呼ばれる高齢者等の日常の買物がますます困難となってい

ることから、農商工が連携しながら、商業活動を促進することが求められています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

経営診断や融資等の各種支援制度を活用し、商業の活性化を図るとともに、地域ごと

に最良と考えられる商業体制の構築を図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）商業の活性化 

①商業活動の促進 

・商工会が行う市内事業者の経営の発達・販路拡大・事業承継などを支援すると

ともに、岐阜県や金融機関など多様な支援機関と連携を強化します。 

【まちづくり・企業支援課】 

②中小事業者の支援 

・市内中小企業の持続的な経営と事業の発展、創業者を支援する「（仮称）中小

企業等活性化補助金」を創設する。自ら課題に取り組む中小企業を資金面で積

極的に支援します。商工会は中小企業に対し経営発達を伴走型支援を行います。

【まちづくり・企業支援課】 

③創業の促進 

・創業に関する相談窓口のワンストップ化を図るとともに、商工会が行う創業塾

を支援し、創業の促進を図ります。  

【まちづくり・企業支援課】 
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④賑わいの創出 

・（仮称）山県バスターミナル周辺に商業系の立地を促進し、賑わいの創出と都

市機能の充実を図ります。 

 【まちづくり・企業支援課】 

⑤新商品の開発促進  

・商工会や観光協会などと連携し新たな土産物や新サービスの開発を促進する

とともに、市内外への PRを支援し商業活動の活性化を図ります。 

 【まちづくり・企業支援課】 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　市商工会員の会員数
　　【H30 : 748会員 ⇒ R5 : 800会員】
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（４）工業の活性化 

 

 《 現状と課題 》  

本市の工業では、水栓バルブや衣料品、食品、プラスチックなどの製造業が多くみら

れます。産業大分類別就業者数を見ると、製造業の割合が約 36％を占め、産業大分類別

事業所数でも第２次産業の占める割合は 44％を超え、県平均（32％）を大きく上回って

います。 

しかし、これら製造業の多くが就業者数 20 人以下の小規模事業所となっています。

小規模な事業所は経済動向に左右されやすく、経営の近代化とともに経営基盤の強化が

課題となっています。 

一方で、東海環状自動車道西回りルート（令和 6年度目標）の全線開通、高富 IC（仮

称）の設置により、企業立地の促進が期待できることから、企業用地の確保が必要とな

っています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

商工会と連携を図り、各種補助・支援制度により、地域工業の育成と支援に努めます。

また、東海環状自動車道開通に向けて、企業の立地環境の向上を図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（４）工業の活性化 

①立地環境の向上 

・東海環状自動車道の全線開通と山県 IC の完成を契機とした企業用地の候補地

選定や遊休地情報の把握に努めます。 

②既存工業の育成 

・中小企業向けの各種補助・支援制度について、商工会を通じて、また市役所か

らも情報提供に努めます。 

・山県まちづくり振興券の交付などにより、地域の活性化や市内商工業の振興に

努めます。 

・「市企業立地促進条例」に基づく工場等設置奨励金や雇用促進奨励金などによ

り、産業振興の促進や雇用機会の増大、市民所得の向上を図ります。 

・融資制度の効果的な運用を図り、既存企業の育成に努めます。 

③中小事業者の支援（仮称）中小企業等活性化補助金 

・市内中小企業の持続的な経営と事業の発展、創業者を支援する「（仮称）中小

企業等活性化補助金」を創設する。自ら課題に取り組む中小企業を資金面で積

極的に支援します。商工会は中小企業に対し経営発達を伴走型支援を行います。  
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《数値目標》

　製造品出荷額等
　　【H30 : 716億8百万円　 ⇒ R5 :716億8百万円】
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《具体的施策》２. 企業誘致・支援 

    

誘致基盤の強化、誘致活動の促進、地域活性化補助金による中小企業振興を図

ります。 

   雇用の確保と労働環境の向上を支えるとともに、女性活躍やワークライフバラ

ンスを目的とした、山県市さくらカンパニー認定制度の運用を図ります。 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉
（１） 企業誘致の推進

２．企業誘致・支援

（２） 雇用・労働対策の強化
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（１）企業誘致の推進 

 

 《 現状と課題 》  

 美山地域や伊自良地域では、工場建設に足りる用地は多くありますが、土地利用規制

や労働者の確保、交通インフラが不十分であること等により、企業ニーズへの十分な対

応ができず、誘致には至っていません。また、高富地域では、用途地域の関係や各種規

制などにより大規模工場等を誘致できる場所が少ない状況です。 

 一方で、東海環状自動車道西回りルート（平成 32 年度目標）の全線開通、高富 IC（仮

称）の設置により、本市の企業立地環境が大幅に向上することが期待されます。 

そこで、この機会を捉え、効率的な面的整備等による企業立地環境の向上や助成制度

の検討等、企業誘致の条件整備に努めるとともに、優良企業の誘致に向けた積極的な働

きかけを進める必要があります。 

また、地域の生活に密着した企業活動の促進を図るコミュニティ・ビジネス等の分野

における起業・創業を支援することも必要となっています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

産業立地用地の確保や用地情報の収集・周知等を行い、企業誘致を推進し、地域経済

の活性化と雇用の拡大を図ります。また、既存企業や新規起業の支援を行い、地域にお

ける企業活動を促進します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）企業誘致の推進  

①誘致基盤の強化 

・企業誘致を促進するとともに、周辺環境の整備を進めます。 

 【まちづくり・企業支援課】 

②誘致活動の促進 

・企業ニーズに対応した企業立地助成制度を継続し、優良企業の誘致活動を推進

します。 

・東海環状自動車道などの整備動向を見据えながら、産業振興を目的とした大企

業、特に工場の誘致に努めます。 

 【まちづくり・企業支援課】 

③地域活性化補助金  

・中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき中小企業等の活性化を図ります。 

【まちづくり・企業支援課】 
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（２）雇用・労働対策の強化 

 

 《 現状と課題 》  

正規従業員数の減少や非正規従業員の増加など、雇用状況は依然厳しいものとなって

います。 

本市では、工場や店舗などの新規参入は軽微であり、地域によっては就業の場が確保

しづらいことや正規雇用者を募集しても応募がないなどの地理的デメリットを持ち合

わせています。 

国や県などの雇用対策施策を十分に活用するとともに、関連団体との連携を密にしな

がら、雇用・就労機会の確保や創出を図る必要があります。 

また今後、女性や高齢者、障がい者等を含め、就労ニーズの一層の多様化が想定され

ることから、ワーク・ライフ・バランスの促進や、企業における子育て支援の推進等、

時代に対応した雇用環境を整えていく必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

国や県、商工会と連携し、雇用・就労情報などの提供を進め、就労機会の拡大を図り

ます。また、関係機関との連携のもと、労働環境や福利厚生の向上をめざすとともに、

時代に対応した雇用環境の整備に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）雇用・労働対策の強化 

①雇用の確保 

・企業誘致や雇用情報の提供を引き続き行います。 

・商工会を通じて、多くの人が各種技能や資格を取得できるよう、事業主へ働

きかけを引き続き行います。  

【まちづくり・企業支援課】 

②労働環境の向上 

・事業者を対象に、商工会や市の広報紙などを利用して、育児休暇や介護休

暇、看護休暇、男女雇用機会均等法などの周知を図ります。 

・事業者を対象に、国や県などが作成したパンフレットや広報紙などを利用し

て、労働災害防止対策の徹底、就業中の事故発生未然防止の周知に努めま

す。 

・勤労者の健康管理についての相談・指導を進めるほか、勤労者福祉に関する

情報提供の充実に努めます。 

 【まちづくり・企業支援課】 
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③山県市さくらカンパニー認定制度の運用 

・市内に事業所のあるワーク・ライフ・バランスの推進や女性が活躍できる労

働環境を整備している企業・事業所を認定するとともに、その取組内容を広

く紹介することで、性別に関わりなく、男女一人一人が仕事と生活の調和を

図りながらそれぞれの個性と能力を発揮できる地域づくりを進める。 

【企画財政課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　労働環境向上のための周知回数
　　【H30 : 2回　 ⇒ R5 :3回】
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第３章 和やかに潤いに満ちたまちづくり｛基本目標 ３｝ 

 

〔基本的方向〕 

本市は、豊かな自然や歴史・文化に恵まれ、県都岐阜市と隣接する都市機能を有した

まちです。ひとが輝き、生き生きと暮らし・しごとが豊かにあふれることで、まちにひ

とが集まり、更なる魅力や活力を創出することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第３章　施策の体系》

豊かな自然の保全・推進

交流人口の呼び込み第１節

持続可能な行財政運営

快適な生活環境整備の推進

快適な住環境整備の推進

安心安全な生活の確保

環境衛生の推進

豊かな自然と安心できる生活の確保

地域の魅力発信の深化と交流連携

6

5

4

3

2

1

1

第３章　和やかに潤いに満ちたまちづくり

第２節

　交流人口（観光地点別入込客数）
　　【H30 : 361,153人 ⇒ R5 : 400,000人】

　山県市の暮らしやすさ
　　【H30 : 61％ ⇒ R5 : 67％】

《成果目標》
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第１節 地域の魅力発信の深化と交流連携 

 

 《 現状と課題 》  

本市の転入転出状況をみると、職業上、結婚等を理由とした若年層の転出が多いこと

がいえます。これは、個人の居住地、勤務先を決める際に、本市の魅力や長所が低く、

誤った認識や知らないことにより選ばれないということもいえます。 

転出を抑制し、また、本市に生まれ育って良かったといえるよう、本市の地域資源・

観光資源を磨き上げ、シビック・プライドを醸成し、市民・事業者・行政や来訪者が一

体となってその魅力発信し認知度を高めていく必要があります。 

また、東海環状自動車道の全線開通、山県 IC の設置を契機とした広域的な観光・交

流や農産物直売所や農業者の協力を得ながら、滞在型の体験観光・交流などについても

取り組む必要があります。また、本市ならではの魅力的な特産品開発を進め、地域経済

へ還元していくことも必要です。 

市民のまちづくりへの参画意識の醸成に努めることは、その地域社会や行政に関心を

示し、市民自らが積極的に参画することにつながります。 

とともに、協働型のまちづくりを推進するための施策を研究し、参加機会の拡充に努

めます。 

国内外との市民主体の国際交流を推進し、多様な民族が互いの文化や考え方を尊重す

るとともに、安心して快適に暮らすことができる多文化共生社会の実現をめざしていき

ます。 

 

《 基本的方向 》 

 そこで、本節の基本的方向を「地域の魅力発信の深化と交流連携」とし、地域資源を

生かした有機的な観光振興や地域で活躍する人にスポットを当てたサイトの運営やシ

ティープロモーションにより、交流人口や関係人口を増やすとともに、市民自身の山県

市への愛着度・シビックプライドを高めていきます。まちづくりや行政への協働の促進

や多様性を認め合い交流する時代になってきています。 

 

 

 

 

 

 

  

《重要業績評価指標（KPI）》

　山県市への愛着感
　　【H30 :　69％ ⇒ R5 :　76％】

　広報・広聴の満足度
　　【H30 :　20.30％ ⇒ R5 :　25％】

　協働のまちづくり活動補助金申請件数
　　【H30 :　8件⇒ R5 :　16件】
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《重要業績評価指標（KPI）》

　道路改良率
　　【H30 :41.86% ⇒ R5 : 42.0%】

《重要業績評価指標（KPI）》

　自主運行路線 一便当たりの乗車人数
　　【H30 :5.9人 ⇒ R5 : 6.2人】
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《具体的施策》１. 交流人口の呼び込み 

    

観光・交流機会の拡充、受入体制の強化、土産品・サービス・特産品開発・販

売の推進、観光・交流資源の整備、活用、地域資源のネットワーク化の推進を図

り、円原伏流水周辺や香り会館の整備・修繕、グリーンプラザみやま・コテージ

村の整備を進めていきます。 

   時代に合った広報活動や広聴活動の充実、シティプロモーションの深化、ふる

さと納税制度を活用した誘客促進を進めます。 

   協働のまちづくりでは、協働型まちづくり体制の確立、まちづくり基本条例ワ

ーキンググループの設立、コミュニティ活動の促進を図ります。 

多様化する社会には、国際理解の推進や国内外との交流の推進、受入体制の整

備と多文化共生社会の実現が不可欠となっています。 

これら、観光、広報、シティプロモーションなどを通じ、シビックプライドの

醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（１） 観光振興と地域資源の有効活用

（２） 広報・広聴の推進

１．交流人口の呼び込み （３） 市民参加・交流の促進

（４）コミュニティ活動の促進

（５）多様な交流の推進
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（１）観光振興と地域資源の有効活用の促進 

 

 《 現状と課題 》  

本市は「グリーンプラザみやま」や「伊自良湖」「四国山香りの森公園」「香り会館」

など自然や文化、香りといったテーマ性のある観光・交流資源を有しています。「グリ

ーンプラザみやま」は、平成 25 年度に指定管理者制度の活用を開始し、効率的で質の

高い運営・管理体制の構築に努めてきました。近年では、市内の舟伏山、釜ヶ谷山、相

戸岳の三名山を活かした名山めぐりに取り組み、イメージキャラクターの作成なども行

い人気を集めています。 

また、「てんこもり農産物直売所」「ふれあいバザール」では、特産品である伊自良連

柿や桑の木豆、にんにくの加工品のほか、地元産の野菜などを取り扱っています。この

ような物販施設は岐阜市など市外の利用者も多くなっています。今後、東海環状自動車

道及びリニア中央新幹線岐阜県駅の整備により、東海地方を中心とした広域での観光事

業の展開が推進されることから、より一層の施設の充実を図り、観光・交流機能の強化

などを検討することが望まれます。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

本市が有するテーマ性のある観光・交流資源の活用の拡充を図ります。また、農産物

直売所等の観光・交流拠点については、東海環状自動車道高富 IC（仮称）周辺に新たな

拠点となる施設を建設するとともに、広域観光の視点を踏まえ、周辺地域や県等と連携

を取りながら、機能強化と情報発信・PRに努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）観光振興と地域資源の有効活用の促進 

①観光・交流機会の拡充 

・「グリーンプラザみやま」「香り会館」「四国山香りの森公園」や農産物

直売所は、良好な管理、市民サービスの向上と運営の効率化を図ります。

また、新たな自主事業等を実施させ施設の充実と集客力の向上に努めま

す。 

・「伊自良湖」は、本市の四季を楽しむことができる施設として PRし誘客を

図ります。 

・観光協会や観光事業者との連携を強化し、広域的な既存観光ルートへの位

置付けを明確化するために、近隣市町村との連携を図ります。 

・農産物直売所は特色のあるメニューや体験、食事ができ、市外のリピータ

ーも多いことから、東海環状自動車道の整備に伴い、さらに PR を図りま

す。 
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・既存の観光資源とともに自然環境、歴史、文化、産業、バーベキュー場、

観光やななど、民間事業者と連携、観光資源同士の周遊化などを促進し、

また、新たな観光資源を発掘、育成し観光誘客増加と PR を行います。 

【まちづくり・企業支援課】 【農林畜産家】 【生涯学習課】 

   ②受入体制の強化  

・観光協会の育成を図ると同時に、パブリシティやホームページの活用によ

る情報提供や PRを強化します。 

・観光施策の選択と集中により重点テーマに即した観光受入体制を強化しま

す。  

【まちづくり・企業支援課】 【農林畜産家】 

③土産品・サービス・特産品開発・販売の推進 

・観光協会、商工会、農業団体等の支援を引き続き行うとともに、更に農外

企業の農業参入を支援し、特産品の開発を進めます。 

・観光協会と商工会等と連携を強化し、市内の地域資源を生かした土産品・

サービス等の開発・改善・販売を促進し、来訪者の消費喚起を促します。 

・特産品等をふるさと納税制度の寄附の返礼品として活用します。 

【まちづくり・企業支援課】 【農林畜産家】 【総務課】 

④観光・交流資源の整備、活用 

・（仮称）山県バスターミナルを整備し、観光の活性化や市内外の交流促進

を図ります。 

・（仮称）山県バスターミナルに休憩機能や観光情報発信機能を整備し、お

もてなしサービスの拠点化をめざします。 

・「グリーンプラザみやま」「香り会館」「四国山香りの森公園」や農産物

直売所は、魅力的な商品やサービスの充実を図ります。 

・観光親善大使、名山めぐりイメージキャラクターの一層の活躍により、市

の認知度・イメージアップを図り、さまざまな世代への PRを強化するた

め、新たな観光アンバサダーの委嘱を検討します。 

・円原伏流水周辺整備工事を行います（看板設置、駐車場整備）。 

・ハーブレンド（香り会館）前舗装の修繕工事を行います。 

・グリーンプラザみやま・コテージ村の整備工事を行います（通路・駐車場

舗装、看板等修繕等維持管理）。  

【まちづくり・企業支援課】 【農林畜産家】 

⑤地域資源のネットワーク化の推進  

・民間事業者と連携、観光資源同士の周遊化などを促進し、県観光連盟と連

携し、テーマに応じた情報発信に努めます。 
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・来訪者の市内滞在時間延長を図るため、コースを例示するなど周遊化を促

進します。 

 【まちづくり・企業支援課】 【農林畜産家】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　観光施設の整備施設数（円原川伏流水周辺等）
　　【H30 : 5施設 ⇒ R5 : 3施設】

　山県産品の認定数
　　【H30 : 26品目 ⇒ R5 46品目】
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（２）広報・広聴の推進 

 

 《 現状と課題 》  

地方分権社会においては、まちづくりの主役である市民が「自ら考え自ら行動する」

ことが重要であることから、政策形成過程における積極的な情報公開や意見の収集機会

を拡大し、市民・地域と行政との協働によるまちづくりを進めていく必要があります。 

広聴活動では、パブリックコメントの実施や計画策定段階における市民参加、各自治

会の意見・要望などの把握に努めているほか、市民座談会や出前講座などを活用し、市

民のニーズの把握に努めています。今後も、まちづくりの課題やテーマに応じて、市民

が意見交換できる機会の拡充とともに、情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、プ

ライバシー保護に配慮した行政の透明性の確保に努めていきます。 

また、近年、パソコンやスマートフォンの普及により、動画や SNS（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス）、アプリなどを活用した新しい広報活動が注目されるよう

になっています。多様化する市の魅力発信媒体の活用方法が問われています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民が必要とする市政に関する情報を、様々な媒体を通じてわかりやすく提供するほ

か、内容の充実を図ることで市政への関心を高めます。引き続き個人情報の保護に配慮

しながら、受け手に応じた積極的な情報公開や意見収集に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）広報・広聴の推進 

①広報活動の充実 

・広報紙、広報番組、ホームページ、SNS 等多様なメディアを使い分け、市民が

必要とする市政に関する情報をわかりやすく提供します。 

 【企画財政課】 

②広聴活動の充実 

・各種委員会や審議会、説明会、パブリックコメント等の機会を活用し、政策な

どについての広聴活動を推進し、市民の要望や提言の把握に努めます。 

・ホームページを閲覧した市民が、ホームページ上で意見や質問を送信できるよ

うに努めます。 

 【企画財政課】 

③山県市シティプロモーション事業 

・山県市における定住の魅力をコンテンツとしてまとめ、学生を含めた名古屋圏

域の在住・在勤者を対象に、ラジオ出演、フリーペーパーへの掲載、テレビ・

ラジオでのスポット広告、ポスター広告、SNS による情報発信、ノベルティグ
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ッズの配布などを通じて、山県市の魅力情報として広く PR します。また、県

内に限らず名古屋圏域のマスメディアへも積極的に情報発信し、東京圏域も視

野に入れ、プロモーションを拡大していきます。 

 【企画財政課】 

④ふるさと納税制度を活用した誘客事業 

・ふるさと納税制度として市内で活用できる返礼品を追加し、財源の確保に加え

て、地域の魅力発信及び交流人口の増加に繋げます。 

 【総務課】 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　市ホームページアクセス件数（ユニークアクセス数）
　　【H30 : 28,228件/月 ⇒ R5 : 31,000件/月】
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（３）市民参加・交流の促進 

 《 現状と課題 》  

地方自治体の財政状況は厳しさが増す一方、地方分権が更に進展し、市民ニーズも多

様化するなか、市民のまちづくりへの参加に対する必要性が高まっており、市民と行政

がともに役割を担い合う、協働型のまちづくりが期待されています。 

本市においても、各種審議会や委員会等での市民公募等に取り組んでいますが、更に、

市民が地域に愛着と誇りを持って、自発的に参加することができる機会の提供や、市民

主体のまちづくり活動の支援を充実する必要があります。 

また、各種団体や自治会、大学、企業等、様々な主体と協働・連携する活動において

も、市民の参画を促進し、知的・人的・物的資源の地域への還元を図る必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民のまちづくりへの参画意識の醸成に努めるとともに、協働型のまちづくりを推進

するための施策を研究し、参加機会の拡充に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）市民参加・交流の充実 

①協働型まちづくり体制の確立 

・各種審議会や委員会等での市民公募を促進し、市民の意見・提言を反映する

機会を拡充します。 

・アンケート調査やインターネットを活用し、市民からまちづくりの課題や提

言を公募し、市民活動を支援する仕組みの構築に反映します。 

・地域での特色あるまちづくり活動への支援を充実するほか、市民や民間、行

政が協働でまちづくりに取り組むことができる手法の研究に努めます。 

・特定非営利活動法人（NPO法人）などが進める高齢者の生きがいづくりや、

地域資源の開発などのまちづくり活動の支援に努めます。  

【総務課】 【企画財政課】 【福祉課】 

②まちづくり基本条例ワーキンググループ 

・幅広いまちづくり基本条例の理念の実現のため、官民協働のワーキンググル

ープ等による協働のまちづくりを推進する。 

 【企画財政課】 

  ③SDGs の取り組み 

  ・SDGsは、今後、本市の政策決定において向かうべき方向性として取り入れ、ま

た、国際的にもこれからの大きな潮流となることから、まずはその内容等の啓

発を図ります。 

  【企画財政課】 
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（４）コミュニティ活動の促進  

 

 《 現状と課題 》  

コミュニティ活動は市民の暮らしを支える重要な役割を担っており、核家族化や少

子・高齢化が進む中で、地域福祉や生活安全などの様々な分野で効果が期待されていま

す。特に今後、増加が予想されるシニア層を中心に、より多くの市民がコミュニティ活

動に参加し、市民主体のまちづくりがより一層進むよう、各種団体への情報提供や支援

の充実、市民活動拠点施設の整備などが必要となります。 

本市では、現在、コミュニティ活動は自治会組織を中心に行われており、その連合組

織である自治会連合会は各コミュニティと行政とのパイプ役として重要な役割を果た

しています。自治会連合会と行政は様々な機会を活用して相互交流を図っており、今後

も引き続き相互交流活動を促進します。 

一方で、自治会への加入や活動に参加する人は減少傾向にあります。自治会において

加入促進や活動への参加の呼び掛けを行っていますが、増加は難しい状況にあるため、

地域の自主性に配慮しながら、地域コミュニティと行政との役割分担などを検討し、安

心していきいきと暮らせる地域づくりに向けて、コミュニティ活動を促進することが必

要です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

公民館など、コミュニティ活動の拠点についての計画的な整備を進めます。また、自

治会活動を促進するとともに、市民ニーズに対応したテーマ別活動を推進するなど、地

域に密着した様々なコミュニティ活動を支援し、地域力の向上に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（４）コミュニティ活動の促進 

①コミュニティ活動の条件整備 

・コミュニティ施設の改修・整備を支援すると同時に、バリアフリー化などの

促進に努めます。 

・宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施

設の整備等に助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図りま

す。 

・コミュニティ助成事業について他自治会での助成金活用事例を説明会で周知

する。 

【総務課】 【企画財政課】 

②コミュニティ活動の促進 
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・自治会事業への支援を通じて、自治会の自主的な活動を促進し、地域住民に

よる主体的なまちづくりの機運の醸成を図ります。 

・福祉や学習・スポーツ、環境美化または市外との交流など、様々な分野やテ

ーマにおけるコミュニティ活動を支援します。 

 【総務課】 【企画財政課】 

 

 

  

《数値目標》

　コミュニティ助成事業採択件数
　　【H30 :　2件⇒ R5 :　5件】
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（５）多様な交流の促進 

 

 《 現状と課題 》  

国際化がますます進み、人・物・情報の行き来が地球的規模で拡大するなか、諸外国

との交流や相互理解の促進が重要となっています。地域における交流では、異文化・諸

外国との相互理解を一層促進するともに、地域の特性を明確にし、魅力ある地域づくり

につなげていくことも必要です。 

本市では、語学や異文化を学ぶ機会を提供し、国際感覚を備えた人材を育成するため、

小中学校において外国語指導助手（ALT）による語学教育を推進していますが、国際交

流に対する意識の一層の向上に努める必要があります。 

また、国外から日本への旅行者が増加傾向にあり、国をあげて外国人観光客の受入体

制の整備が進められています。現在、市のホームページやパンフレットは外国語表記が

なく、外国人への対応が課題となっています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

 学校、観光地、職場や地域で国際化を肌で感じる時代に、互いの個性や文化、生活環

境など多様性を認め合うためにも、外国語指導助手（ALT）等の配置や市ホストファミ

リー会への支援、外国からの派遣団等の受入れを行います。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（５）多様な交流の推進 

①国際理解の推進 

・市内在住の外国人やその他関係団体などの協力を得ながら、学校教育や生涯学

習において異文化についての学習機会を拡充します。 

・市内小中学校に外国語指導助手（ALT）及び学習支援員（英語指導助手）を配

置します。 

 【生涯学習課】 【学校教育課】 

②国内外との交流の推進 

・市ホストファミリーの会の活動を支援し、市民による国際交流の活性化を図り

ます。 

・市外で行われているイベントや物産展等にて PR を兼ねた特産品の販売等を行

って交流に努めます。 

 【生涯学習課】 【まちづくり・企業支援課】 

③受入体制の整備と多文化共生社会の実現 

・市ホストファミリーの会を中心に、外国からの派遣団の受入を進めます。 

・外国人の受入れや国際化に対応した市の業務のあり方について方策を庁内で
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検討していきます。 

 【生涯学習課】 関係各課 

  

《数値目標》

　多様な交流の促進に関する庁内プロジェクトでの方策策定
　　【H30 : －　 ⇒ R5 :策定】
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第２節 豊かな自然と安心できる生活の確保 

 

 《現状と課題》  

 人口減少社会を迎えた中でも、本市の豊かな自然の保全や安心で快適な生活を守るこ

とは市民、事業者、行政等が引き続き協力連携して取り組む重要課題です。 

生産年齢人口の減少を受けて納税義務者でもある労働力人口も減少し、市民税も減少

する見込みのなか、限られた財源で行政サービスを維持し、持続可能な社会を築くこと

は行政の使命です。 

平成 30 年に行った「山県市まちづくり市民意識調査」によると、市民が重要でかつ

満足度が低いと回答した行政分野に「公共交通施策」「空き家対策」「除雪対策」「自然

災害」等が挙げられます。この結果は人口減少・少子高齢化、頻度を増す自然災害を反

映しています。 

持続可能で、市民ニーズや時代に即した行政サービスを維持するとともに、常に事業・

施策実施に対する評価・検証を重ね、真に必要な事業を時機を逸せず行っていくことが

必要です。 

一方で、人口減少や労働力不足による職員の定員確保が困難になる可能性があるなか、

職員の適正配置・資質向上も絶えず進め、行政運営の充実を図ります。 

また、中長期的に持続可能な財政運営を行う上で、実質単年度収支の均衡を保つこと

が課題です。 

広域行政については、岐阜連携都市圏推進会議や岐阜地域広域圏協議会による協議を

進め、構成市町と連携して事業に取り組み、人口減少の抑制や活力ある社会経済を維持

することをめざします。 

 

《基本的方向》 

 そこで、本節の基本的方向を「豊かな自然と安心できる生活の確保」とし、本市の恵

まれた自然の保護と快適な生活環境の確保、防災や防犯、交通安全などの着実な対策強

化、限られた財源の中でのインフラの維持・整備、人口減少社会の中でも持続可能な行

財政の運営を進めていきます。 
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《具体的施策》１. 豊かな自然の保全・推進 

    

イワザクラ、ホタル、ハリヨなど地域ぐるみの自然の保護・再生、オオサンショ

ウウオなど中学生等による研究や自然の有効活用、林道などの整備、森林の保全・

活用、緑化・花のまちづくりの推進、環境美化活動の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉
（１） 自然環境の保全

１．豊かな自然の保全・推進 （２） 森林の整備・活用

（３） 緑化・環境美化の推進
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（１）自然環境の保全 

 

 《 現状と課題 》  

 本市は、市域の約 8割以上を占める森林や一級河川の鳥羽川、伊自良川、武儀川など、

水と緑に恵まれた自然環境を有しており、ホタルやイワザクラ等の保護に努めてきまし

た。しかし、都市近郊に位置する交通立地のよさから宅地化開発が進んできているほか、

森林地域などへの不法投棄も増えているため、今後も自然環境を保全し、次代に継承し

ていく必要があります。 

本市は都市宣言「水と緑を大切に、活力ある山県市」を掲げ、将来のまちづくりへの

決意と基本方針を示しました。恵まれた自然環境を保全・継承し、自然共生社会を実現

するためには、多くの市民の一層の理解と協力を得て、市民一人ひとりの意識高揚を図

りながら、まちぐるみでの保全活動を推進していく必要があります。更に、総合的な土

地利用方針に基づき、保護と利用の調和に努めるとともに、公共事業の推進にあたって

は、環境への負荷をできる限り低減する手法の導入等が求められます。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

環境パトロール員による定期的な監視を進めるとともに、環境保全監視員をはじめ地

域住民との連携を図りながら、不法投棄等の監視に取り組みます。また、学校教育やコ

ミュニティ活動を通じて自然保護への関心を高め、ボランティアの育成・確保を図り、

良好な自然環境の保全に努めます。更に、河川改修等を行うにあたっては、生態系の保

全に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）自然環境の保全 

①自然の保護・再生 

・環境パトロール事業を業務委託し、市内を定期的に巡回し、不法投棄の早

期発見及びごみの回収を実施します。 

・自治会連合会長等を環境保全監視員に委嘱し定期的に監視を行います。 

・ホタル、イワザクラ等の保護及び増殖を図り、良好な自然環境を保全しま

す。 

②ホタルの里づくり 

・大人と子どもが一緒になって、ホタルが乱舞するホタルの里づくりに取り

組み、住民の一体感の醸成や思い出づくり、感動づくりに繋げるととも

に、良好な自然環境を保全します。 

 【市民環境課】 

・エコクラブ活動で環境学習を行います。 
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【市民環境課】- 

③自然の有効活用  

・自然環境に配慮した親水空間や遊歩道、その他自然学習の場の整備を図り

ます。 

・森林を活用した自然体験学習やイベント、自然観察会等、市民が自然と親

しみながら学習することのできる機会を拡充します。また、これらの活動

を通じて、市民の主体的な自然環境保護活動を促進します。 

・自然を活用した体験学習のための指導者の育成・確保に努めます。  

【建設課】 【農林畜産家】 
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（２）森林の整備・活用 

 《 現状と課題 》  

 本市の森林面積は市の総面積の８割以上を占めています。その多くは民有林となって

おり、森林整備計画に基づき森林施業を促進しているところです。 

しかしながら、森林資源が成熟しつつある一方で、木材価格の低迷や林業従事者の高

齢化、担い手不足などから、森林施業が十分に実施できず、森林の適切な手入れが不足

している状況となっています。また、地形が急峻なことから林道密度が低く、原木の搬

出の上でも支障がみられます。このため、林業関係者と連携を取りながら、間伐等の森

林整備や、作業道の整備等による効率的な木材生産を積極的に進め、環境保全と森林資

源の有効活用を図る必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

森林の持つ公益的・多面的な機能を持続的に発揮させるため、森林組合等の林業関係

者との連携を図りながら、施業の集約化による森林整備を実施するとともに、作業道と

高性能林業機械を組み合わせた効率的な木材生産を促進します。また、間伐材等の未利

用材の利用推進など、木材の安定供給体制を構築します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）森林の整備・活用 

①林道などの整備 

・森林が持つ多面的機能が十分発揮されるよう林道、作業道の整備及び間伐を推

進します。 

【農林畜産家】 

②森林の保全・活用 

・森林整備事業・森林環境基金事業を活用しながら、民有林の適正な管理・保全

の促進に努めます。 

・適切な森林施業を推進するほか、山地保全対策や林野火災予防等を行い、豊か

な森林の育成に努めます。 

・間伐材の利用を促進し、林業の活性化を図ります。 

・市森林づくり会議を開催し、間伐推進､地域材利用拡大､市民への普及､林業体

験教育の実践を推進します。 

【農林畜産家】 

  
《数値目標》

　間伐実施面積（年間）
　　【H30 : 147ha　 ⇒ R5 : 400ha】
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（３）緑化・環境美化の推進 

 《 現状と課題 》  

岐阜県では、「花づくり」と「花かざり」が一体となった「花の都ぎふ」運動を推進

し、「日本一住みよいふるさと・ぎふ」及び「世界のふれあい広場・ぎふ」の実現をめ

ざしています。 

本市においては、地域の公園や道路等における「花かざり事業」を実施しています。

現在は団体ごとに現状維持の状態で実施されていますが、団体を支える会員数の減少と

高齢化が進んでおり、事業活動の縮小が懸念されています。今後は会員の増加を図り、

活動内容の理解を求め、新規加入者の勧誘に努めていく必要があります。 

公共空間の環境美化活動をボランティアで行う「まち美化パートナー制度」について

は、この制度を活用する団体が徐々に増加しています。今後の活動の拡充を図るために

も、これまでにパートナー証を交付した団体の活動実態等を把握することが必要となっ

ています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民との協働により、市内を花いっぱいに飾り「うるおいのあるまち」づくりの実現

を図ります。また、公共施設の美化及び清掃を行う市民等のボランティア活動を支援す

ることにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民とのパートナー

シップによる協働のまちづくりを推進します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）緑化・環境美化の推進 

①緑化・花のまちづくりの推進 

・緑の募金を活用し、市内の緑化を推進します。 

・市「花の都ぎふ」運動推進協議会において、自治会、子ども会や老人クラブ等

の団体に対し、花壇・プランターの維持管理等の緑化活動を支援し、地域の公

園、集会場や道路などに花飾りを実施するなど環境美化に取り組みます。 

②環境美化活動の促進 

・身近な公共空間である道路、公園、河川等の公共施設の美化及び清掃を行う市

民等のボランティア活動を展開する個人又は団体に対し、パートナーの規模及

び活動内容により、必要な物品や用具等の支給又は貸与、パートナー証の交付、

パートナーサインの設置、活動に対する保険の適用等を行います。 

 

 

  

《数値目標》

　市「花の都ぎふ」運動推進活動団体数
　　【H30 : 39団体　 ⇒ R5 :43団体】
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《具体的施策》２. 環境衛生の推進 

 

公共下水道事業の推進、農業集落排水処理施設の有効活用、雨水対策の推進や総

合的な環境政策の推進、市民活動の促進、省資源・リサイクルの普及・啓発、ごみ

の分別収集と再資源化の推進、ごみの収集・処理体制の充実、公害防止の推進、し

尿処理の推進を図ります。 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（１） 下水道・排水処理施設の整備

（２） 環境行政の推進

２．環境衛生の推進

（３） ごみの減量化・リサイクルの推進

（４） 環境衛生の推進
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（１）下水道・排水処理施設の推進・整備 

 

 《 現状と課題 》  

国土交通省、農林水産省、環境省の 3省が統一して作成した「持続的な汚水処理シス

テム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」では、水洗化率の向上が提唱されてお

り、本市においても、高富・富岡地区で公共下水道事業を、赤尾、梅原、大桑、桜尾、

伊自良右岸、伊自良左岸の各処理区では農業集落排水事業を実施しています。美山地区

では、現在合併処理浄化槽で対応していますが、下水道事業の実施にあたっては、既存

の下水道計画をもとに各事業の採択要件、将来の人口予想、市民の意向調査等により実

情を把握する必要があります。 

また、市内には集中豪雨等により浸水被害の恐れのある地域があり、その対策への市

民の要望が高まっています。根本的には鳥羽川等基幹河川の整備が必要ですが、現在は

これらの河川に注ぐ既存の排水路の改良で対応している状況です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

公共下水道の早期整備を図るとともに、農業集落排水の加入促進、合併処理浄化槽の

設置を推進し、汚水処理人口普及率の向上に努めます。また、既存の施設・設備につい

ては、適正な維持管理を行い河川などの水質保全に努めます。更に、近年頻発する集中

豪雨等に備え、地域の実態や特性に応じた雨水処理施設の整備を推進します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）下水道・排水処理施設の推進・整備 

①公共下水道事業の推進 

・公共下水道の計画的な推進を図り、普及率の向上をめざします。 

 【水道課】 

②農業集落排水処理施設の有効活用 

・放流水質の適正な維持管理行い、農業用水等の水質保全に努めます。 

 【水道課】 

③雨水対策の推進 

・集中豪雨等に伴う被害の防止を図るため、普通・準用河川の整備を進めるとと

もに、県に対し河川整備の要望を継続します。 

 【建設課】 

  

《数値目標》

　水洗化率
　　【H30 : 62%　 ⇒ R5 :68%】
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（２）環境行政の推進 

 

 《 現状と課題 》  

地球温暖化に伴う様々な環境問題が叫ばれる中で、地球環境保全に対する関心がます

ます高まっており、国や地方公共団体、企業、国民がそれぞれに温室効果ガスの排出抑

制等に向けて取り組むことが求められています。本市では、平成 26 年に「地球温暖化

対策推進実行計画」を改定し、積極的に施策を推進してきましたが、電気使用量の大幅

な削減には至らなかったことなどから、二酸化炭素排出量の削減目標に届かず、今後一

層の推進が課題となっています。 

東日本大震災以降、再生可能エネルギーへの関心が高まるなか、太陽光発電システム

が普及しシステムの価格が低下傾向にあります。これにより今後も普及が見込まれるこ

とから平成 25 年度をもって国の補助制度が廃止となりました。本市においても、実際

にシステムを設置している件数が補助金交付件数より非常に多い現状となっているこ

とから省エネルギーや地球温暖化への関心の高まりがうかがえ、平成 26 年度をもって

廃止しました。しかしながら、今後も省資源・省エネルギーの生活スタイル・社会シス

テムの定着が期待されます。 

また、都市化に伴う生活型公害等も問題となっていることから、環境基本計画を策定

し、環境への負荷の低減や多様な生態系の保全等、良好な環境の維持・継承に積極的に

取り組み、環境の保全と再生、創造に関する施策を総合的、計画的に推進していく必要

があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

地球温暖化対策に対して市民一人ひとりが意識を持ち、省エネルギーへの主体的な取

組を実施し、良好な環境の確保につなげられるよう、広報・啓発活動を推進します。ま

た、良好な環境の確保と次代への継承に向けて、総合的な環境政策を推進します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）環境行政の推進 

①総合的な環境政策の推進 

・地球環境保全に向けて、「地球温暖化対策推進実行計画」の着実な推進を図り

ます。 

・公的機関での低公害車等の導入と同時に、クリーンエネルギーや省エネルギー

型の設備・機器の普及を推進します。 

・安全性や効率性を見据えながら、自然エネルギーや未利用エネルギーの活用を

研究します。 

・市民や事業者との連携を図り、環境に優しい地域を構築するため、「環境基本
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計画」の見直しを行います。 

・市民の自然エネルギーの利用を促進し、地球温暖化防止及び新エネルギーの導

入を推進します。 

 【市民環境課】 【農林畜産家】 

②市民活動の促進 

・学校教育や関係団体との連携を図りながら、日常生活の中で発生する生活型公

害への対策等の普及・啓発を推進します。 

・「地球温暖化対策推進実行計画」に関する広報・啓発活動を推進すると同時に、

地球温暖化防止に向けた具体的な活動を促進します。 

 【市民環境課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　まち美化パートナー登録団体数
　　【H30 : 21団体　 ⇒ R5 :26団体】
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（３）ごみの減量化・リサイクルの推進 

 

 《 現状と課題 》  

社会・経済情勢の変動や、それに伴うライフスタイルの変化により、排出されるごみ

はその姿を変えるとともに、リサイクルの普及等、生活の中でのごみとの関わり方も変

化しています。また、東海環状自動車道西回りルート（令和６年度目標）の全線開通、

山県 IC（仮称）の整備や宅地開発等も進んでおり、今後ますます環境保全への配慮や、

それに伴う適正かつ効率的なごみ処理・処分方法の検討が必要となっています。関連す

る施策や事業への積極的な参加を促し、市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を

果たし、お互いに協力していくことが重要です。 

本市では、ごみの減量化対策として、可燃、不燃、粗大ごみの有料化のほか、コンポ

スト・生ごみ処理機や家庭系枝葉など粉砕機の購入補助を行っています。ごみの再資源

化では、小型家電を含めたリサイクルをクリーンセンター、市役所、支所等で行ってお

り、鉄、アルミ、銅線など、リサイクルできる資源については可能な限り分別し、再生

処理事業者に引き渡しを行っています。また、市民のリサイクル活動として、びん、缶、

ペットボトル、白色トレイ、電池、蛍光管、小型家電等の分別収集の推進や、資源回収

事業奨励金の交付などに取り組んでいます。今後も市民のごみの減量化やリサイクルに

対する意識の高揚を図ることが必要です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

ごみ分別収集の徹底やごみの減量化に向けた啓発活動を推進するとともに、小型家電

の回収ボックス実施などをはじめとした再使用・再利用化を促進するための取組を強化

し、資源循環型社会の構築をめざします。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）ごみの減量化・リサイクルの推進 

①省資源・リサイクルの普及・啓発 

・ホームページ、広報や環境衛生カレンダー等で、家電リサイクル法、小型家電

リサイクル法などを掲載し、リサイクル意識の向上を図ります。 

・市内小学生を対象に、クリーンセンターにおいて、ごみ問題に関する学習会や

施設見学を実施します。 

・保育園や小中学校などの資源回収事業（奨励金）を実施し、ごみの減量化や再

資源化を実施します。  

【市民環境課】 

②ごみの分別収集と再資源化の推進 

・ホームページ、広報や環境衛生カレンダーなどで、ごみの種類と出し方の徹底
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に努めます。 

・保育園や小中学校などの資源回収団体に奨励金を交付し、資源回収事業を支援

します。また、市役所やクリーンセンターにおいて、休日資源回収を実施しま

す。 

・生ごみ処理機や家庭系枝葉等粉砕機を購入された市民に対して補助金を交付

します。 

・市内各自治会が交付対象で、集団で分別収集する団体に奨励金を交付すること

により、分別収集活動を奨励し、資源の有効利用を図ります。 

 【市民環境課】 

③ごみの収集・処理体制の充実 

・市民の要望に応じ、可能な限り可燃ごみ・資源ごみ（分別収集）のステーショ

ンの設置場所を設けます。 

・ごみ出しの難しい世帯においては、ホームヘルパーや民生委員などの協力を得

て収集運搬業者に依頼し、支援を行います。 

・不燃・粗大ごみの直接搬入体制及び処理体制を強化し、ごみ収集の効率化を図

ります。 

・クリーンセンターの効果的、効率的な運営に努めます。 

 【市民環境課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　生ごみ処理機等購入数（年間）
　　【H30 : 9件　 ⇒ R5 : 12件】
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（４）環境衛生の推進 

 

 《 現状と課題 》  

本市では、工場の操業に伴う騒音や振動、排水等のほか、畜産公害などが問題となっ

ており、公害発生が懸念される企業や農家への指導の徹底が求められています。特に、

住宅と畜舎が混在している伊自良地域の南部では、悪臭やハエなどへの対策が求められ

ており、畜舎の消毒助成や農家への指導などを行っています。 

また、ごみの不法投棄の抑止を目的とした環境保全監視員、環境パトロール員や担当

課職員等のパトロール、工場排水の水質検査、市内主要幹線道路における自動車騒音常

時監視、広報紙による啓発活動を行っています。今後も引き続き、公害防止に向けた監

視活動を強化する必要があります。更に、家庭からの雑排水等も水質汚染の原因として

懸念されていることから、公共下水道等の整備を進めています。 

し尿の収集については、民間事業者への許可制とする一方、し尿の処理は本市と関市

による岐北衛生施設利用組合で対応しています。現在、下水道整備や合併処理浄化槽の

普及が進んでいることから、し尿処理量の減少を見据えた運営のあり方が課題となって

います。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

関係分野との連携により、公害発生が懸念される企業や農家などへの指導を強化する

とともに、必要な対策について研究します。また、下水道や合併処理浄化槽の普及動向

を見据えながら、地域の実情に応じた効率的な、し尿の収集・処理に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（４）環境衛生の推進 

①公害防止の推進 

・関係部署との連携を図りながら、畜産環境に対する監視・指導の強化を図りま

す。また、必要に応じて、畜舎の消毒などの衛生管理面での支援を行います。 

・自動車騒音常時監視（市内主要幹線道路）、工場排水による水質汚濁や騒音な

どについての環境調査を定期的に実施するなど、監視体制の強化を図ります。 

・環境保全監視員や環境パトロール員などによる監視・指導体制を強化し、河川

や山林などへのごみの不法投棄の抑止に努めます。 

・野焼きや一般廃棄物の家庭での焼却をしないよう指導を強化します。 

・ペットの飼育についての啓発などを進めます。 

・関係機関との連携を図りながら、新たな汚染物質などに関する情報の収集・提

供体制を強化します。 

②し尿処理の推進 
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・広域的な連携を図りながら、岐北衛生施設利用組合での効率的なし尿処理を進

めます。 

・下水道への切換えに伴う、し尿処理体制の見直しを図ります。 

・下水道の敷設ができない地域においては、今後も合併処理浄化槽を普及させて

いくとともに、点検記録などで維持管理の徹底を図ります。 

 

  

《数値目標》

　畜産衛生苦情件数（年間・再掲）
　　【H30 : 0件　 ⇒ R5 :0件】
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《具体的施策》３. 安全安心な生活の確保 

    

総合的な防災対策の強化をはじめ、市全体としての消防体制の強化、地域での防

災・消防体制の強化や自主防災組織等活動支援を推進します。 

河川改修の県への要望、治山・砂防対策を進めるとともに、交通安全対策の充実、

雪対策の強化、防犯対策の充実、消費者の権利と自立支援の強化は高齢化が進む上

での重要な課題です。 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

３．安全安心な生活の確保 （２） 河川・山地などの安全確保

（３） 交通安全・防犯対策などの強化

（１） 防災・消防対策の充実
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（１）防災・消防対策の充実 

 

 《 現状と課題 》  

全国的に、地震や台風、集中豪雨などの大規模自然災害などが発生している中、市民

が安心して暮らすことができる生活環境の向上のため、更なる危機管理体制の強化が求

められています。また、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時における市民への情報伝

達の迅速化、自主防災会の充実・強化の視点に立った地域の防災リーダーの育成など「減

災対策」の強化を図り、災害に強いまちづくりを行うことが必要となっています。 

本市では、防災活動を総合的かつ計画的に行うため、適宜、市地域防災計画の見直し

を図っています。災害発生の危険性に応じ、災害対策本部の立ち上げ、各班の活動体制

等の充実、避難所開設や避難勧告等発令の判断を迅速に行い、防災行政無線や防災メー

ル、ホームページを使った市民への情報発信を行っています。また、市総合防災訓練や

防災講話等を実施し、防災に対する市民の意識高揚を促し、被害を最小限に抑える取組

を行っています。さらに、地域の防災力を強化するため、消防団員の加入促進を図り、

火災時の消火活動や行方不明者の捜索、風水害等への対処等、防災・減災に資する活動

を行っています。 

今後は、「洪水、土砂災害、地震ハザードマップ」の更新をはじめ、市民への防災情

報の周知を図るとともに、自主防災会による自主防災訓練の実施を促進し、市民の防災

意識や自助、共助の意識高揚とともに、地域の防災力の充実・強化を図る必要がありま

す。また、広域消防と消防団の火災時の協力体制を強化し、迅速な消化に努めるととも

に、消防団員への定期的な教育訓練を実施、自治会等の初期消火訓練等に消防団を派遣

するなど、市民の防災意識の向上と火災の発生率低下を目指します。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、「市地域防災計画」に基づき、災害

を未然に防止するとともに、災害発生時における被害を最小限に食い止めるため、日頃

から防災体制の整備や訓練を充実させ、また、消防団員の技術・能力向上等、消防防災・

危機管理体制の強化を図るとともに、市民と行政、関係機関との連携によって、総合的

かつ計画的な防災体制の整備に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）防災・消防対策の充実 

①総合的な防災対策の強化  

・防災会議を定期的に開催し、地域の実情を考慮しながら、地域防災計画の適時

点検・見直しを進めます。 

・市民への確実な防災情報の提供や、高齢者、障がい者などの避難行動要支援者
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への対応など、災害発生時に適確に対応できる防災体制を整備し、地域の防災

力を高めます。 

・ハザードマップの更新を順次行い、市民への危険箇所の周知や、避難誘導体制

の強化を図ります。 

・防災行政無線施設や気象情報集約システムの活用により、インターネットなど

を利用した防災情報の提供を図るなど、被災防止や防災活動などのための情報

伝達体制を強化します。 

・公共施設の耐震化や避難所の環境整備を進めるほか、ヘリポートの活用により

災害時の各種救援活動などの迅速化や効率化を図ります。 

・国際化の進展に伴うテロを含む不測の事態に対応するための体制づくりを進

めます。 

 【総務課】 【福祉課】 

②消防体制の強化 

・消防団については、装備品等の充実と団員の資質向上に取り組むとともに、地

域に根ざした消防団活動の活性化を図ります。 

 【総務課】 

③地域の防災・消防体制の強化 

・地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の活動を支援します。 

・共助の取組を進めるため防災士の育成とスキルアップに努めます。また、防災

士が指導者として自主防災会などが行う防災訓練・研修に参加することで、市

民の防災・減災の意識が高まるようその活動の支援を行います。 

・地域の防災力を強化するため、消防団員の加入促進と自主防災組織との連携等

を含めた消防団の活性化に努めます。 

・家庭防火の担い手である女性防火クラブ員に対して防火・防災に関する研修を

行うとともに、自主防災組織や消防団などの関係組織と互いに密接な関係を図

ることによって、地域における防火防災意識の普及に努めます。 

・市民協働による地域福祉のまちづくりを推進し、防災・減災の意識啓発、市民

主体による防災・減災への取組への支援に努めます。 

 【総務課】 【福祉課】 

④自主防災組織等活動支援事業（仮称） 

・自主防災組織が行う防災訓練等や資機材整備の支援のほか、市総合ボランティ

アサポートセンターと連携し、自主防災組織による防災訓練や地区防災計画の

策定といった取組みに防災士を派遣し、地域防災力の強化を図ります。 

・防災士による、自主防災組織の取組み（防災訓練や地区防災計画の策定など）

を支援する活動に対して助成を行います。  

【総務課】 
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《数値目標》

　地区防災計画の策定数
　　【H30 : 0　 ⇒ R5 : 5】
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（２）河川・山地などの安全確保 

 

 《 現状と課題 》  

全国では、局地的な集中豪雨による洪水や土砂災害による被害が頻発しており、人家

に被害を及ぼす危険性もあることから、安全で安心して生活できる施策を展開すること

が求められています。 

本市の森林地域には、土砂の崩壊などが発生する可能性のある危険箇所が多数あり、

土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の指定を受けています（平成 25年度末 土石

流特別警戒区域 293箇所、警戒区域 368 箇所・急傾斜地特別警戒区域 476箇所、警戒区

域 477 箇所）。特に北部地域は危険渓流が多く、森林の荒廃によると思われる局部的な

水害が目立つため、地域の要望に基づき、順次、治山・砂防施設の整備を進めるととも

に、治山・砂防対策に対する地域住民への啓発活動に努めています。今後も、山地災害

の発生を未然に防ぐため、森林の公益的機能を維持増進するとともに、急傾斜地崩壊危

険区域などの危険箇所の把握・監視や治山・砂防施設の維持管理や整備を図る必要があ

ります。 

また、市内には、鳥羽川や伊自良川、武儀川など 17 本の一級河川があり、水害を防

止するための河川改修が県により計画的に進められてきました。しかし、河川の下流地

域では、豪雨時には冠水の恐れのある地域もあり、集中豪雨などに備え、危険箇所を中

心に市の管理する河川についても改修を進める必要があります。急流河川の多い北部地

域については、護岸の補強や河床の安定を図るなどの局部的な河川改修が必要です。 

更に、開発行為や都市化の進行に伴い、河川の親水性も低下していることから、治水

事業と合わせて、生態系や景観の保全、親水性の確保が必要です。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

北部地域は急峻な地形で土石流が発生する危険渓流が多数あり、南部地域では河川の

氾濫による浸水被害が懸念されるため、治山・砂防事業や河川改修事業の推進により、

集中豪雨や地震などに伴う山地崩壊、土石流、洪水などの自然災害を未然に防ぐととも

に、市民への災害危険箇所の周知を行います。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）河川・山地などの安全確保 

①河川改修の県への要望 

・一級河川の改修については、県に対して積極的な要望を行います。護岸整備や

危険箇所の改修を進め、洪水や護岸の決壊などの河川災害の未然防止を図りま

す。なお、事業にあっては、河川の生態系への配慮に努めます。 

 【建設課】 
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②治山・砂防対策 

・山地災害の未然防止のため既存の治山・砂防施設機能の維持や、新たな治山・

砂防事業の施行について、市民からの情報のもと、県に対して積極的な要望を

行います。 

・急傾斜地崩壊危険区域等の監視や崩壊防止対策などを推進し、県に対して積極

的な要望を行います。 

・市民に対して、広報・啓発活動を促進し、治山・砂防事業に関する理解の向上

に努めます。 

 【建設課】 【農林畜産家】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　河川除草面積（年間）
　　【H30 : 83,200㎡　 ⇒ R5 :84,200㎡】
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（３）交通安全・防犯対策などの強化 

 

 《 現状と課題 》  

交通安全対策では、カーブミラーや標識などの交通安全施設の整備のほか、地域の要

望を踏まえて、通学路などにおける歩道整備や道路照明灯の設置、交通安全施設の整備

などを進めるとともに、各年齢層に応じた交通安全教育・意識啓発に努めています。本

市は、自動車への依存度が高いため、今後も子どもや高齢者などを中心とした交通安全

対策の強化が必要です。 

雪対策では、降雪時に主要道路・通学路を中心に民間委託による除雪作業や凍結防止

剤の散布を行うほか、危険箇所に凍結防止剤を配置し、自治会などによる自主的な散布

を行っています。しかし、景気低迷により建設投資額が減少傾向にあり、この影響で除

雪作業を委託する建設業者の除雪機械やオペレ－タ－が不足し、迅速かつ効率的な除雪

等の作業が困難になってきています。今後は、市民の除雪に対する関心やニ－ズを踏ま

えた上で、地域住民と一体となった除雪活動を行い、道路などの安全確保に努める必要

があります。 

防犯対策としては、岐阜県安全・安心まちづくりボランティアの登録団体が 33 団体

あり、子どもの登下校などの見守り活動を行っています。更に、警察と防犯協会などが

連携して市民の防犯意識の高揚を図っていますが、引き続き、地域ぐるみでの防犯意識・

体制の強化を図る必要があります。 

消費者教育・活性化対策では、消費者の権利と自立支援の強化を図るため、市役所１

階に市民相談室を設置し、相談窓口の拡充を図っています。また、担当職員の資質の向

上と専門員を確保するなど複雑化・高度化する様々な消費者相談に対応し処理のあっせ

んに努めています。 

消費者教育の強化としては、消費者被害の未然防止に向け、消費者行政の専門家によ

る講演会や研修会を開催するなど、広報・啓発活動の強化に努める必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

交通安全施設の計画的な整備を進めるほか、市民の交通安全意識の高揚に努めます。

また、地域住民と一体となった除雪活動により、冬期間における道路などの安全確保に

努めます。更に、関係機関や地域、学校などとの連携を強化し、地域ぐるみでの犯罪防

止を図るほか、広報・啓発活動などの強化による消費者保護に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）交通安全・防犯対策などの強化 

①交通安全対策の充実 
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・幼児、小学生に対する交通安全教室を実施し、交通安全意識の高揚を図ると

ともに、高齢者については、山県警察署が行う高齢者交通安全大学校に協力

し、事故のないまちをめざします。 

・地域からの要望を踏まえ、交通安全施設の計画的な整備・更新に努めます。 

・保育所や学校、老人クラブ、自治会などとの連携を図りながら、幼児や児

童、高齢者などへの交通安全教育を強化します。また、交通安全協会などと

の連携により、広報・啓発活動を推進し、交通安全意識と交通マナーの向上

に努めます。  

【総務課】 

②雪対策の強化 

・効率的な除雪計画により、道路などの除雪作業の迅速化を図ります。  

・危険箇所に凍結防止剤を配置し、自治会等による自主的な散布を促す。 

・高齢者や障がい者などの冬の暮らしの安全確保のため、必要に応じて住宅の

屋根の雪下ろしの助成を実施します。 

 【建設課】 【福祉課】 

③防犯対策の充実 

・自治会からの要望に基づき、市内の必要箇所への防犯灯の設置を継続して進

めます。 

・市職員とボランティアによる防犯パトロールを、夏休みを重点に実施しま

す。 

・関係機関との連携を図り、犯罪被害者の相談体制を強化します。 

・自治会など地域が主体となった防犯対策を支援します。 

 【総務課】 

④消費者の権利と自立支援の強化 

・商品や契約などに関するトラブルに対する消費者相談の充実を図ります。 

・研修事業の参加等により、行政職員の相談員としての資質向上を図るととも

に消費者相談員の確保に努めます。 

・広報紙やホームページなどを活用し、商品知識やトラブル事例などの周知を

図るとともに、講演会や研修会などを通じて、消費者意識の向上に努めま

す。 

 【市民環境課】 

 

  《数値目標》

　安全施設・歩道の改修工事箇所数（累計）
　　【H30 :11カ所　 ⇒ R5 :30カ所】
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《具体的施策》４. 快適な住環境整備の推進 

   人でいう血管であるまちの道路は、自動車専用道路、国・県道、市道及び幹線街

路の整備、うるおいと魅力ある道づくりを進めます。 

良質な宅地・住宅整備の促進、うるおいのある住環境の形成、山村地域における

良質な住環境の形成を図ります。 

安全で効率的な水道事業の推進や水道施設等の維持・管理は、水道事業の健全経

営のもと推進していきます。 

「岐北斎苑」の維持・管理や市民のニーズの把握も連携し進めていきます。 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（１） 道路の整備

（２） 住宅・住環境の整備

４．快適な住環境整備の推進

（３）水道水の安定供給

（４）斎苑の整備
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（１）道路の整備 

 

 《 現状と課題 》  

市内に鉄道路線を持たない本市にとって、道路は市民の日常生活や、経済活動を推進

するために大変重要なものです。効率的な道路網の形成により、利用者が快適に移動で

きるように配慮するとともに、道路や橋梁の安全性の向上にも取り組む必要があります。 

本市は主要道路として、南北を国道 256 号が、東西を国道 418 号がつないでいます。

また、都市計画道路岐阜駅高富線（国道 256 号バイパス）の整備により、国道 256号の

渋滞の緩和や岐阜市内への移動時間の短縮が以前より改善されています。今後は、東海

環状自動車道西回りル－ト（令和６年度目標）の開通に向けて、都市計画道路岐阜駅高

富線（国道 256号バイパス）の早期完成が望まれています。 

主要地方道は、岐阜美山線及び関本巣線の２路線と、一般県道は、伊自良高富線、神

崎高富線、柿野谷合線、美山洞戸線及び伊自良本巣線の５路線があり、県により整備が

進められています。しかし、狭あい箇所や歩道の未整備、交通事故が多発する危険な交

差点などの未改良箇所も多く残されています。市道については、約 2,640路線、総延長

約 640kmあり、市民生活や産業基盤を支える重要なアクセス機能を担っています。中で

も交通のネットワ－クを構築する主要路線については、計画的に改良事業を行う一方、

路面の改修や橋梁の補修などの維持補修についても重点的に取り組んでいます。 

しかし、近年は厳しい財政状況による公共事業の縮小や見直しの傾向が続き、国・県

道の整備の進捗状況が鈍化しているため、今後も市民や関係機関との協働により、幹線

道路の整備促進について、要望活動を継続する必要があります。また、その他の生活道

路等においても、市民からの改良や建設の要望も多いため、道路の老朽化対策とともに

計画的に整備を進める必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

関係自治体等と連携し、東海環状自動車道をはじめとする主要幹線道路の整備促進に

努めるとともに、生活道路等の整備を進め、地域間の循環性や市民生活の利便性の向上

を図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）道路の整備 

①自動車専用道路の整備 

・東海環状自動車道の早期全線開通に向けて、国や関係機関への働きかけに努め

ます。 

 【建設課】 

②国・県道などの整備 
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・国道 256号、国道 418号、主要地方道岐阜美山線及び関本巣線の整備促進や一

般県道５路線の改良促進の要望活動を継続します。 

 【建設課】 

③市道及び幹線街路の整備 

・市道の計画的な建設及び改良を推進するとともに、老朽化が進む橋梁などの計

画的な補修を行い、長寿命化を図ります。 

 【建設課】 

④うるおいと魅力ある道づくり 

・歩道の設置や安全施設の整備を進めるほか、歩道の段差解消などバリアフリー

化に取り組みます。 

 【建設課】 

  

《数値目標》

　橋梁長寿命化対策（累計）
　　【H30 : 6橋　 ⇒ R5 : 4橋】
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（２）住宅・住環境の整備 

 

 《 現状と課題 》  

市民の住宅・住環境の整備については、本格的な人口減少・少子高齢化社会の到来、

循環型社会への転換、経済の低迷に伴う低所得者層の増加、住生活に関する市民ニーズ

の多様化など様々な社会情勢や大規模地震、土砂災害などへの防災対策を踏まえて取り

組んでいく必要があります。 

本市では、岐阜市に隣接する地域や幹線道路沿いを中心に住宅が集積しています。誰

もが安全、快適に暮らしやすい住宅・住環境づくりを進めていくためには、建築物の防

災対策が必要となりますが、昭和 56 年以前に建築された新耐震基準に適合しない住宅

が市内に推計で 3,670戸あることが見込まれています。また、全国的に空家が増加傾向

にあり、本市においても適切に管理されていない空家が周囲の住環境に悪影響を及ぼす

事例が発生しています。社会全体の安全の確保を進める上で、建築物の耐震化や危険空

家の解消について、積極的に対応していく必要があります。 

また、低所得者層における住宅困窮者対策として、市営住宅を 32戸設置しています。

しかし、そのうち 23戸で老朽化が著しく、改築等の対応を行っていく必要があります。

また、主に子育て世代の中堅所得者層に対して、特定公共賃貸住宅が６戸整備されてい

ますが、近年空部屋が増加する傾向にあります。 

更に、都市部からの移住定住希望者に対する受入体制の整備や、情報発信が十分では

ないため、アクションプランを策定し体制整備の強化を図る必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民の住環境の形成を総合的、計画的に図るとともに、市営住宅の老朽化への対応、

空家対策及び木造住宅を主とした民間住宅等の耐震化を促進し、安全・安心な環境を整

備します。また、都市と共生して、ゆとりと豊かさを実感し安心して暮らすことのでき

る自然環境豊かな山村地域において、移住定住者の受入環境の整備を図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）住宅・住環境の整備 

①良質な宅地・住宅整備の促進 

・民間による土地区画整理事業の支援を検討するとともに、土地開発指導などに

より、良質な宅地の供給を図ります。 

・市営住宅の需要動向を把握し、必要な供給量を確保するため、既存施設の改築

や用途変更及び民間住宅等の借上げ等について検討します。また、市営住宅の

整備に当たってはバリアフリー化に努めます。 

・子育て世代の住宅困窮者に対して、住宅支援の方策を検討します。 
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・住宅、建築物の防災・安全対策として、建築物等の耐震化、及びアスベスト対

策を促進します。 

・市内の空き家の実態を把握し、危険空き家の解消に努めます。 

 【建設課】 【まちづくり・企業支援課】 

②うるおいのある住環境の形成 

・地域の自然環境や景観に配慮した住環境の整備を図るとともに、市民による住

宅地周辺での緑化や花壇の整備などの支援に努めます。 

 【建設課】 【市民環境課】 

③山村地域における良質な住環境の形成 

・人口減少や高齢化などの進行が著しい市北西部等における住環境の整備を計

画的に実施するために地域おこし協力隊との協働体制のもと、必要な施策の検

討に努めます。 

 【美山支所】 【まちづくり・企業支援課】 

 

 

  

《数値目標》

　木造住宅耐震診断実施件数（再掲）
　　【H30 : 25件 ⇒ R5 : 41件】
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（３）水道水の安定供給 

 

 《 現状と課題 》  

大切なライフラインである水道水を安定的に供給するためには、水道施設・設備の適

切な改修や維持管理が必要です。国の「水道ビジョン」では、「世界のトップランナー

をめざしてチャレンジし続ける水道」を基本理念とし、「自らが高い目標を掲げて、常

に進歩発展し、将来にわたって需用者の満足度が高くあり続け、需用者が喜んで支える

水道」を目標としています。国における規制緩和・財政構造改革の中にあって、水道界

においても水道ビジョンを中心とした動きなど、水道事業は変革の流れの中にあります。 

本市の水道事業形態は、高富・美山（中洞地区を除く）地域で上水道給水区域となっ

ており、伊自良・美山（中洞地区）地域は簡易水道給水区域となっています。各給水区

域の水源は、地下水、表流水となっており、表流水を利用している地域では水質の変化

も懸念されるため、水質汚濁防止のための管理を進めていく必要があります。 

市民の共通の財産である貴重な水を、将来的に安定して安全に利用できるよう、今後

も水質検査等を行うとともに、施設の老朽化対策を進めていく必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民が安定して、安全に水道水を利用できるよう、水道供給施設の整備や更新を進め

るとともに、水道事業の経営の健全化に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）水道水の安定供給 

①安全で効率的な水道事業の推進 

・水質基準に適合した安全で安定したおいしい水を供給するために、定期的な水

質検査や浄水場の定期点検の実施に努めます。 

 【水道課】 

②水道施設等の維持・管理の推進 

・老朽化施設の定期的な点検を実施により状態を記録・管理し、的確な更新時期

の判断に努めます。 

・水道水危機管理マニュアルに基づき、災害時や非常時における重要度や優先度

に考慮した給水体制の整備を図ります。 

 【水道課】 

③健全経営の確立 

・施設整備・更新の財源確保のため、事業運営について適宜検討に努めます。 

・水道事業に必要な建設、水質、法制度、設備管理、経営の多面的な技術のため、

技術者等の人員の確保を図ります。 
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 【水道課】 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　市給水普及率
　　【H30 : 96.5%　 ⇒ R5 :99%】
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（４）斎苑の維持管理 

 

 《 現状と課題 》  

高齢化の進行に伴い、斎苑のニーズは高まっていくことが見込まれます。しかし、市

内には民間の斎場もあり、葬儀のあり方についての市民ニーズの変化等とあいまって、

岐北斎苑の利用者が減少している状況にあります。 

本市では、平成９年に整備した「岐北斎苑」が建設から 22 年余りが経過し、今後、

計画的な改修等が必要となってきます。市民のニーズを踏まえながら、岐北斎苑のあり

方について、検討していく必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

広域的な連携を図りつつ「岐北斎苑」の効率的な管理・運営を図るとともに、斎場や

墓地のあり方についての市民ニーズを把握し、今後の方向性を検討します。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（４）斎苑の維持管理 

①「岐北斎苑」の維持・管理  

・広域的な連携を図りながら、「岐北斎苑」の効率的な管理・運営を進めます。 

 【市民環境課】 

②市民のニーズの把握 

・斎場や墓地のあり方についての市民ニーズを把握し、今後の方向性を検討し 

ます。 

 【市民環境課】 
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《具体的施策》５.快適な生活環境整備の推進 

    

公共交通ネットワークの再構築をめざす計画を策定し、バスやタクシーなど各種

交通モードを結節し、市内の移動と市外への移動がスムーズにできるよう交通結節

点整備の検討、自主運行バスなど生活交通の維持確保・利便性の向上、民間路線バ

ス・タクシーの運行体制の充実、福祉有償運送の推進、中山間地の買物支援を行い

ます。 

情報通信基盤の充実、市政での ICT の推進、市民の ICT 利活用の支援を推進しま

す。 

計画的な土地利用の促進、市街地の整備の検討を進めるとともに、総合的な景観

形成の推進、魅力ある街並みの形成、既存公園の充実、都市公園などの整備検討、

水辺と緑地の環境整備、ハリヨ公園リニューアルを推進します。 

 

 

 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（３）土地利用・市街地対策の推進

（４） 景観形成の推進

（５）公園・緑地の整備

（１） 公共交通の充実

（２） 地域情報化の推進

５．快適な生活環境整備の推進
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（１）公共交通の充実 

 

 《 現状と課題 》  

人口減少やマイカーの普及などによる利用者の減少に伴い、地域の公共交通における

サービス水準は低下し、本市の公共交通は危機的な状況にあります。 

市内には鉄道がなく、路線バスは乗客減少に伴う撤退が相次ぎ、市が自主運行バスを

運行することで市民の移動手段を確保しています。市民からは、通院・通学・買い物等

生活のため路線を維持・拡張して欲しいという要望がある一方、利用者の少ない路線は

廃止すべきとの声も寄せられています。 

ドア・トゥ・ドアで利用できるタクシーも、市内に営業所を持つ法人事業者数は廃業

により減少して現在は１社となっており、営業所から遠方の地域では、タクシーの利用

すら困難な状況となっています。 

そこで本市では、平成 25年度に策定した山県市公共交通総合連携計画を踏襲しつつ、

さらに、バスターミナルを核としたまちづくりを視野に入れた山県市地域公共交通網形

成計画を策定し、「どの世代においても住みよい、便利で快適なまちを実現する地域公

共交通体系の構築」を基本方針として、市公共交通会議を中心に計画に基づいた施策の

推進に努めてきました。特にバスターミナルが開設されることに伴い市内の公共交通の

再編を検討しており、路線の実証実験を実施し、本格運行を目指しています。 

今後は、山県市地域公共交通網形成計画を基本に計画的な市内交通網の再編、利用促

進事業等を実施するとともに、網形成計画を実現するために実施計画のひとつとして地

域公共交通再編実施計画の策定を検討していく必要があります。 

本市公共交通の再編では、市内外の広域的な移動を担う「都市間交通」と、市内の各

地域への移動を担う「都市内交通」の相互利用を可能とし、より利便性の高い公共交通

体系を構築するために、新たな交通結節点となるバスターミナルを整備します。また、

公共交通機関の利便性が低い過疎地域等については、空白地有償運送なども視野に入れ

つつ有効な手法を検討する必要があります。さらに、障がいのある人などの利便性の確

保のため、福祉有償運送等を推進するとともに、関係機関等との協議を踏まえ、公共交

通を利用することができない人への移動手段を改めて検討する必要があります。 

その他、自動運転やＭａａＳ、相乗りタクシーといった新たな公共交通の運行方法、

利用手段、関係法令等が整備されていくと考えられるため、常に新たな公共交通の動向

を把握・研究し、導入を検討します。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民、市、交通事業者が連携して、利用者の視点に立った利用しやすく持続可能な生

活交通の整備を図るため、地域公共交通網形成計画と地域公共交通再編実施計画を新た

に策定します。新たな計画に基づき、交通結節拠点整備や各地域に最適な運行方法を検
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討し、市内外の移動の円滑化と市内交通網の再編を図ります。 

また、障がい者や要介護者など、一人で公共交通機関を利用することが困難な方の利

便性確保のために、福祉有償運送の推進に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）公共交通の充実 

①地域公共交通網形成計画と地域公共交通再編実施計画の策定 

・まちづくり施策と連携し、地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワーク

の再構築をめざす、地域公共交通網形成計画と地域公共交通再編実施計画を

新たに策定します。 

・策定した地域公共交通再編実施計画は、国土交通大臣の認定を受け、国・県

の重点的な支援を受けられるよう検討します。  

【企画財政課】 

②交通結節点整備の検討、市内外の移動の円滑化 

・高速道路網、バス、タクシー、自家用車、自転車、徒歩など各種交通モード

を結節し、市内の移動と市外への移動が円滑に行える、新たな交通結節拠点

整備を検討します。 

 【企画財政課】 

③自主運行バスなど生活交通の維持確保・利便性の向上 

・市地域協働推進事業計画に基づき、各種利用促進策を市民、事業者との協働

で計画の推進に努めます。 

・自主運行路線の他、市内全営業路線、タクシー情報等を網羅した公共交通ガ

イドブックの継続的な発行・更新を行います。 

・対象者を絞った利用促進教室を開催します。 

・バスヘルパー活動を継続して行います。 

・地域バス調整会議開催を支援し、地域内の合意形成・関係機関調整による運

行方法（バス、デマンド型交通等）の選択・ダイヤ・ルート、運行日の改変

を行います。 

・利用促進を図るため、適宜、運賃減免を実施します。 

・国・県の法・制度改正等による交通施策動向に注視しながら、補助制度の効

率的活用を継続して検討します。 

 【企画財政課】 

④民間路線バス・タクシーの運行体制の充実 

・民間路線バス事業者、タクシー事業者等とともに、市公共交通会議での協議

を踏まえ、市内公共交通の維持・確保に向けての情報共有・運行調整を図り

ます。 
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・新たな交通結節拠点から輸送力強化を事業者に促します。 

・市内全公共交通の情報を網羅した公共交通ガイドブックの継続的な発行・更

新を行います。 

・自主運行路線と営業路線との乗り継ぎ情報や、現在の運行状況を検索できる

ホームページの充実を支援するなど、自主運行バスとともに各種交通機関の

利用促進を図ります。  

【企画財政課】 

⑤福祉有償運送の推進 

・障がいのある人などの利便性確保のため、福祉有償運送を推進するとともに、

関係機関などの協議を踏まえて適正な福祉有償運送の確保を図ります。 

【福祉課】 

⑥中山間地の買物支援 

・交通基盤、交通ネットワークが脆弱な中山間地の市民の日常生活を支援する

ため、公的サービス・民間サービスの双方を念頭に置きつつ、事業の採算性

と市民ニーズのマッチングを行い、効率が良く、公的主体・民間事業者・市

民が納得できる物流スキームの検討を進めていきます。 

 【福祉課】 

 

 

 

  

《数値目標》

   【H30 :868円 ⇒ R5 : 770円】　　

　自主運行路線 乗車人数（年間）
　　【H30 : 182,188人 ⇒ R5 : 198,000人】

  自主運行路線 一人当たりの運行経費　
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（２）地域情報化の推進 

 

 《 現状と課題 》  

本市では、地域情報化計画に基づき、市全域への光ファイバーによる有線テレビ網を

整備し、市全域を有線テレビ放送のエリアとするとともに、地上波デジタルテレビ放送

への対応やブロードバンドサービスの提供を行い、地域間による情報格差の解消に努め

てきました。また、行政の情報化においては、ホームページを活用し、適時、市政の情

報を提供しているほか、庁内 LANの構築による情報共有化や事務処理の効率化を図って

います。 

今後も情報環境を活用した市民の市政への幅広い参画を促進するとともに、高齢者や

障がいのある人などに配慮した情報提供に努めます。また、情報化システムの共同開発

やアウトソーシングなども視野に入れながら、情報投資の効率化を進めるとともに、情

報機器の利用においては、セキュリティ及び職員の情報管理意識の向上を図ることが必

要です。  

 

 《 具体的施策の方針 》  

地域情報化計画の着実な推進を図り、情報通信基盤の充実や情報システムの構築を進

めます。また、市民の利用実態やニーズを把握しながら、暮らしの豊かさを高めるため

の情報社会の構築に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）地域情報化の推進 

①情報通信基盤の充実 

・インターネット環境の充実を図り、利用者のニーズや社会情勢に合わせたサー

ビスの拡充に努めます。 

 【総務課】 

②市政での情報化の推進 

・情報通信技術の活用とともに、安全性と信頼性の確保を図り、市政の各分野に

おける情報化を推進し、情報システムの効率的な利用を促進します。 

【総務課】 

③市民の ICT利活用の支援 

・高齢者や障がいのある人などに配慮した情報提供に努めるとともに、利用者の

ニーズや社会情勢に合わせたサービスの提供を行えるよう取り組みます。 

【総務課】 
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（３）土地利用・市街地対策の推進 

 《 現状と課題 》  

市民の快適な暮らしに配慮したまちづくりのためには、豊かな自然環境を守りつつ、

にぎわいと活力のあるまちとなるよう、地域特性や地域ニーズを踏まえた計画的な土地

利用を市民や事業者と協働で推進していくことが必要です。 

本市の土地利用の状況をみると、北部の過疎・高齢化による土地の流動性の停滞や旧

市街地の空洞化が進む一方で、市役所及び東海環状自動車道山県 IC（仮称）周辺では都

市化の進行が予測されます。東海環状自動車道や関連道路の整備を機に、美しい自然環

境や交通立地の向上を活かしつつ、市街地としての機能を高める総合的な取組を進める

ことが必要となっています。そのため、将来都市化が見込まれる地域の調和のとれた都

市形成の構築などに配慮しつつ、都市計画マスタープランに基づき、社会情勢の変化や

地域の状況に適切に対応した総合的な土地利用を進める必要があります。   

また、地籍調査事業については、国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査を実施し

ていますが、対象面積が広いことから、長期的な計画に基づく効率的な推進に努める必

要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

時代の変化や地域の実態を踏まえて、総合的な土地利用の方針を確立するとともに、

自然環境の保全と適正な開発の調和に配慮し、秩序ある土地利用を進めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）土地利用・市街地対策の推進 

①計画的な土地利用の促進  

・都市計画区域の土地利用の実態と将来計画を勘案し、土地利用規制の見直し等

を進めます。また、東海環状自動車道や国道 256号バイパスの整備に合わせて、

周辺地域の土地利用を検討します。 

・国土調査法に基づく地籍調査事業を推進し、土地利用の促進に努めます。

 【まちづくり・企業支援課】 【建設課】 

②市街地の整備 

・市民や民間との連携を図り、中心市街地活性化の方策について検討します。 

 【まちづくり・企業支援課】 

 

  《数値目標》

　地籍調査事業実施面積(累計)
　　【H30 :0.69㎢　 ⇒ R5 :0.70㎢】
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（４）景観形成の推進 

 

 《 現状と課題 》  

本市は、自然景観や歴史的景観などの美しい景観資源を有しており、環境保全などの

関連施策により、適切な景観保全に努め、次世代へ引き継いでいく必要があります。 

本市では、景観法に基づく諸制度を活用したまちづくりを行うため、同法に基づく景

観行政団体への移行について検討を重ね、平成 26 年 3 月に景観行政団体に移行しまし

た。これにより、景観法に基づいた、良好な景観の保全・形成を図るなど、地域の良好

な景観の形成に関する方針や制限に関する事項を市独自で定めることができるように

なりました。 

今後は、東海環状自動車道山県 IC（仮称）の開通により、市外から訪れる人々が増加

することが予測されており、より一層景観に配慮した美しい街並みづくりが期待されま

す。建築物や屋外広告物のデザイン・色彩などの景観に関するルールづくりを市民との

協働により行い、市民の美しいふるさとに対する愛着や誇りの醸成を図りながら、より

よい景観づくりを行っていく必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民、事業者、各種団体との協働により、景観形成の方針を明確に示し地域の特性を

活かした美しいまちづくりの推進に努めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（４）景観形成の推進 

①総合的な景観形成の推進 

・良好な景観づくりに向けて、市民と協働し景観計画の策定や景観条例の制定を

検討します。 

 【まちづくり・企業支援課】 

②魅力ある街並みの形成 

・周辺土地利用や自然環境を勘案し、屋外広告物条例の制定を検討します。 

・景観に配慮した公共案内看板の設置及び街路樹等の保全管理に努めます。

 【建設課】 

 

 

 

  

《数値目標》

　屋外広告物パトロール回数（年間）
　　【H30 :3回　 ⇒ R5 :3回】
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（５）公園・緑地の整備 

 

 《 現状と課題 》  

公園は、市民が身近に楽しめる多様なレクリエーションや自然とのふれあいの場とし

て、また、美しい景観や野生生物の生息・生育環境を形成する場として、人と人、自然

と人などの関係性を向上させる機能を有しています。また、災害発生時においては一時

的な緊急避難場所や、防災拠点としての機能など、地域防災の面でも大きな役割を担っ

ています。 

本市では、「四国山香りの森公園」や「みんなのげんき広場」「ハリヨ公園」「フラワ

ーパークすいげん」など、自然に親しめる様々な公園が整備され、市民の憩いの場や市

内外との交流の場となっています。公園の維持管理に当たっては、今後も市民との協働

を進め、まち美化パートナーや自治会をはじめとする各種団体による花飾り、清掃活動

などの取組との連携を強化し、効率的で適切な維持・管理方法を確立する必要がありま

す。 

 また、おおが城山公園の整備については、市民に親しまれ、時代に即した管理方法の

検討が進められていますが、より効果的な利用につなげるために具体的な構想を確立す

る必要があります。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

地域の特徴や市民のニーズを踏まえた公園や広場の整備に努めるとともに、市民や民

間団体と連携した効率的な公園の維持管理に努めます。また、河川整備などの事業との

調整を図り、水辺と緑地の環境整備の構築を進めます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（５）公園・緑地の整備 

①既存公園の充実 

・四国山香りの森公園の利用促進を図り、市内外の人びとが集う魅力ある公園

づくりに努めます。 

・遊具の安全管理を強化し公園施設のスリム化に努めます。 

・市民や民間団体と連携を強化し、公園の適切で効率的な維持管理に努めま

す。 

 【建設課】 

②都市公園などの整備検討 

・地域のニ－ズを踏まえ、おおが城山公園の整備を検討します。 

・福祉健康広場構想を策定し、公園整備などの検討を進めます。 

 【建設課】 
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③水辺と緑地の環境整備 

・鳥羽川などの河川改修が実施される場合には、地域のニ－ズを踏まえ自然環

境や景観に配慮した河川整備について事業主体に積極的に働きかけ、市民の

憩いの空間づくりに努めます。 

 【建設課】 

④ハリヨ公園リニューアル事業 

・山県市の観光ネットワーク化を念頭に置き、現在はスポット訪問となってい

るものを、農産物直売所、いちご園、伊自良湖等、面としての自然体験ゾー

ンとし、観光地としての相乗効果を図り、リニューアルを行います。 

    また、岐阜県、滋賀県の一部にしか生息しない絶滅危惧種に選定された淡水

魚であることを、市内小中学校の児童生徒にも理解してもらい、ハリヨを地

域として守っていける体制づくりを行います。 

 【建設課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

《数値目標》

　ハリヨ公園における小中学校（12校）の観察会等の訪問回数
　　【H30 : － ⇒ R5 : 各校1回/年】
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《具体的施策》６.持続可能な行財政運営 

  

人口減少社会においても行政組織の機能強化、職員の資質向上と人事管理の充

実を図り、市民サービスの向上をめざすのは行政のあるべき姿です。市内でマイ

ナポイントの使用可能な店舗の普及拡大はその新たな方策です。 

地方交付税に頼る本市の財政事情の中で、計画的で効率的な財政運用、経費節

減と受益者負担の適正化、人口減少に伴い減っていく市税など自主財源の確保の

ため、ふるさと納税の拡充や公共施設マネジメントの推進等によるスクラップア

ンドビルドは、生き残るための必須の手法です。 

広域連携事業の推進についても、本市だけでは叶えられない行政課題解決の心

強い政策です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《具体的施策の体系》

〈具体的施策の展開〉

〈具体的施策〉

（３） 広域行政の推進

（１） 行政運営の充実

６．持続可能な行財政運営 （２） 健全な財政運営の推進
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（１）行政運営の充実 

 

 《 現状と課題 》  

 少子高齢化への対応や地方分権の進展、市民ニーズの多様化などを背景に、行政ニー

ズは複雑化し、行政の対応する領域も拡大してきています。そのため、本市では組織・

機構の見直しや職員研修の充実、事務事業の見直し等を進めてきましたが、今後もニー

ズに即応したサービスの提供が必要となります。特に、市民の利便性に配慮し、利用者

のニーズを踏まえた機能分担を図り、迅速で的確な対応に努めます。更に、スマートフ

ォンや世界的なソーシャルメディアの普及を背景に、素早く効率的に行政サービスを提

供するための「情報インフラ」として、SNS を活用したサービスの充実も必要です。 

本市では、効率的な行政運営を推進するとともに、事業に対する行政の説明の徹底、

行政への市民参画促進及び職員の更なる意識改革に取り組んでいます。また、地域社会

の発展と人材育成に寄与することを目的に、多様な分野で包括的に連携・協力するため、

県内大学との包括協定を結びました。 

今後は、窓口業務の円滑な運営や、各種専門研修などを通じた職員の能力の向上によ

り、市民の利便性の向上のための、効率的で満足度の高い窓口サービスをめざすことが

必要です。 

一方で、財政状況は依然厳しい状況にあることから、行政評価などの活用によるマネ

ジメント機能の強化を図るとともに、職員研修による政策形成能力の向上や職員配置の

適正化などに努め、成果を重視した効率的な行政運営を推進することが求められていま

す。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

市民ニーズの多様化などを背景に、行政ニーズが複雑化していることから、市民の利

便性の向上をめざし、職員研修による政策形成能力の向上に努めるとともに、職員配置

の適正化等により窓口サービスの維持向上に努めます。また、大学等との連携や事業者

との協働についても進めていきます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（１）行政運営の充実 

①市民サービスの向上 

・市民ニーズを踏まえ、行政機能を適宜見直すとともに、機能に応じた人員配置

に努めます。また、手続きの簡素化や職員の総合的な相談対応力を強化し、窓

口サービスの向上を進め、市民に親しみやすい市役所づくりに努めます。 

・市民ニーズを踏まえ、窓口サービスの維持向上のため、毎月 25 日（休祝日の

場合は翌開庁日）に窓口業務を午後９時まで延長します。 
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・年度末最終日曜日及び年度始め第一日曜日を休日窓口として午前９時から午

後５時まで、また、毎月第２日曜日午前９時から正午まで開設し、利用者の利

便性向上を図ります。 

・マイナンバー制度の利用業務拡大に努めます。 

 【総務課】 【税務課】 【市民環境課】 【水道課】 

②行政組織の機能強化 

・地方分権の進展による行政事務の増大などの動向を見据え、必要に応じて組

織・機構等を見直します。 

・事務事業などの成果の明確化及び効率性や透明性の確保のため、行政評価など

を進めていきます。 

・複雑で多様な行政課題への、横断的で柔軟な対応を図り、行政各部門間の連携・

調整機能を強化し、情報の共有化を図ります。 【総務課】 

③職員の資質向上と人事管理の充実 

・自治大学校をはじめ、職員の研修機会を拡充し、政策形成能力や専門的な能力

の向上に努めるとともに、他自治体等との人事交流により、職場内での活性化

に努めます。 

・「定員適正化計画」に基づく効率的な人事管理を進めるとともに、人事評価制

度の充実を図ります。 

・職員の健康管理を充実し、疾病などによる職務の停滞の防止及び業務効率の向

上に努めます。 

・初級、中級研修専門分野の研修への参加により、知識の習得を図り、また、接

遇研修等への参加により、おもてなしの心で接客することに努めます。 

【総務課】 

④市内でマイナポイントの使用可能な店舗の普及拡大 

・マイナポイントの利用できる店舗を多く登録することにより、カード所有の必

要性について意識向上を図る。 

 【総務課】 【企画財政課】 【市民環境課】 

 

 
 
  《数値目標》

　情報セキュリティインシデント報告件数（年間）
　　【H30 : 0件　 ⇒ R5 :0件】
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（２）健全な財政運営の推進 

 

 《 現状と課題 》  

高齢化や人口減少、景気低迷や国・県の財政状況の悪化などにより、市税や補助金等

が減少しており、本市の財政状況はきわめて厳しい状況にあります。そのため、効果的

な制度や事業の活用を図るとともに、民間活力の活用や市民と行政との協働を推進し、

更なる経費削減に努め、財政の安定性や健全性を維持・確保しなければなりません。 

また、公共施設等の更新時期を迎えるなか、全体の状況を把握し、長期的な視点をも

って、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化

するとともに、公共施設等の最適化及び有効活用を図るため、平成 29 年６月に「山県

市公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

本市では、町村合併後「新市まちづくり計画」に基づき、合併特例債をはじめとす

る有利な地方債を活用して公共施設の整備を積極的に進めてきたため、平成22年度決

算以降、実質公債費比率が18％を超える「起債許可団体」となっており、中長期的視

点による適正かつ計画的な財政運営が必要となっています。 

税の収納率向上対策としては、平成21年度からエルタックス（地方税の電子化）及

び毎月開設している夜間・休日相談窓口の設置、並びに平成23年度からコンビニエン

スストアによる市税（普通徴収に限る市県民税、固定資産税、軽自動車税）の収納を

実施しています。今後も納付機会の拡大について検討し、口座振替の推進などにより

市民の利便性の向上を図り、市税の収納率の増加に努め、自主財源の確保に取り組む

必要があります。 

また、ポータルサイトを活用した「ふるさと納税制度」により、自主財源の確保に

取り組んでいます。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

費用対効果を踏まえた事業採択や投資の厳選化、コスト管理の徹底を図るとともに、

行政改革と歳出・歳入一体改革を継続し、最小の経費で最大の効果が得られるよう健全

な財政運営を行うとともに、早い段階で実質公債費比率を 18％以下にするようにしま

す。また、市税納付機会の拡大の検討、ふるさと納税制度により自主財源の確保に努め

ます。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（２）健全な財政運営の推進 

①計画的で効率的な財政運用 

・総合計画や総合戦略、各種計画と連動した予算編成を徹底し、事業の実現性

を客観的・総合的に判断した予算編成を行います。 
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・効率的で透明性の高い行政運営を推進するほか、成果なども考慮した枠配分

方式による予算編成を検討します。 

・新公会計制度による財務諸表の分析を基にした中期財政計画に基づき、財政

の透明性を高めるとともに、財政収支の明確な見通しのもと、計画的な財政

運営を行います。また、財政運用の指針を明確にし、投資効果の高い財政運

用に努めます。 

・公共施設等全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長

寿命化等を計画的に推進します。 

 【企画財政課】 【総務課】 

②経費節減と受益者負担の適正化 

 ・公共施設の指定管理者制度を促進し、効率的な維持管理体制を図ります。 

・時流に即した事務事業の見直しを行う中で歳出のバランスを考慮し、使用料

や受益者負担、補助金などの適正化や基準の明確化に努めます。 

 【企画財政課】 

③自主財源の確保 

・税の収納率向上対策として、エルタックス（地方税の電子化）や夜間・休日

相談窓口の設置、及びコンビニエンスストアによる市税の収納を実施し、市

税の収納率の確保に努めます。 

・税収確保策として、納税者の利便性を図るため、インターネットを活用した

税手続きや住民税の給与からの特別徴収を推進するとともに、新たな納付方

法の導入などにより収納率の向上を目指します。 

・ふるさと納税制度について魅力ある返礼品を随時追加し、寄附の増加に努め

ます。 

  【税務課】 【市民環境課】 【総務課】 

④公共施設マネジメントの推進 

・効率的かつ効果的な維持管理を行うため、長期的な視点に基づく公共施設等

総合管理計画を推進し、公共施設等を総合的かつ計画的に管理していきます。

【総務課】 
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（３）広域行政の推進 

 

 《 現状と課題 》  

 社会経済の変化や道路・交通網の整備、情報化の進展に伴い、市民の生活行動や経済

活動は一層広域化、複雑化しています。 

効率的な行政運営の観点からも、本市だけでは解決できない課題や、広域的な取組に

よって市民サービスの向上が図られる事務事業については、積極的に近隣市町との連携

を進める必要があります。また、新たな自治体の枠組みの一つとして検討されている「道

州制」についても、近隣市町との連携が必要です。 

本市では、「岐阜地域広域圏協議会」に参加し、近隣８市町と相互連携していますが、

更に連携を強化し、事業の効率化や共通する行政課題への対応を図る必要があります。 

また、大規模地震をはじめとする広域災害などに適切に対応するため、消防における

広域連携体制の強化が必要となっており、平成 26 年には日進市と「災害時における相

互応援に関する協定書」を締結しています。 

 

 《 具体的施策の方針 》  

様々な広域的ニーズや共通する行政課題に柔軟かつ効率的に対応するため、協議会構

成市町相互の連携強化を図ります。 

 

 《 具体的施策の展開 》  

（３）広域行政の推進 

①広域連携事業の推進 

・行政ニーズや地域課題などに対応して、「岐阜地域広域圏協議会」「岐阜連携都

市圏推進会議」の構成市町などとの共同事業や連携事業を推進します。また、

テーマに応じて、新たな地域との連携事業の可能性を検討します。 

 【企画財政課】 

 

《数値目標》

　広域行政担当課長会議・担当者会議開催数
　　【H30 : 3回　 ⇒ R5 :4回】
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〔資料〕第２期山県市総合戦略等における SDGs                         

 

SDGs（エス・ディ・ジー・ズ）とは、2015年９月の国連サミットで採択された、「誰

一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための 2030 年を年

限とする 17の開発目標のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGsは、国際的にもこれからの大きな潮流となることから、第２期総合戦略では、今

後、本市の政策決定において向かうべき方向性として取り入れ、その足がかりとして、

この 17 の開発目標を該当する基本的方向に当てはめ、啓発を行います。 

 

【基本目標】 希望を持ち豊かに暮らすひとづくり 

《基本的方向》 1 結婚・子育て支援と女性活躍 

 

 

 

【基本目標】 希望を持ち豊かに暮らすひとづくり 

《基本的方向》 ２ 移住・定住支援と多世代共生 

 

 

 

（9 イノベ 

ーション） 

（2 飢餓） 

（13 気候変動） （10 不平等） 

（4 教育） （6 水・衛生） （1 貧困） （3 保健） （7 エネルギー） 

（11 都市） 

（12 生産 

・消費）  
（14 海洋資源） 

（15 陸上資源） 

（8 成長・雇用） 

（5 ジェンダー） 

（16 平和） （17 実施手段） 
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【基本目標】 希望を持ち豊かに暮らすひとづくり 

《基本的方向》 ３ 生き生きと暮らすための環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標】 生き生きと安心して働けるしごとづくり 

《基本的方向》 地域産業の活性化と企業支援 

 

 

 

 

【基本目標】 和やかに潤いに満ちたまちづくり 

《基本的方向》 １ 地域の魅力発信と交流連携 

 

 

 

 

【基本目標】 和やかに潤いに満ちたまちづくり 

《基本的方向》 2 豊かな自然と安心できる生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 


